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２　　2007 年からの
　　　市民科学研究室の改革について
　　　　　～会員更新のお願いとともに～

５　　誌上版市民科学講座　　　　　　　　

　　　第 12 回　ナノテク化粧品は安全か？

　　　　　報告者 : ナノテクリスクプロジェクト

16　  ヒロシマ・ナガサキとヒトゲノム計画①　　

　　　　笹本 征男
　　　　　（占領史研究者・低線量被曝プロジェクトメンバー）

18      JST 助成研究報告

　　　「ウェブの進化が
　　　　科学技術コミュニケーションにもたらすもの」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小澤淳

日時：12 月 9 日（土）実践料理講座　午後2時～5時（講師は4人）
　　　　　　　　　　　　クリスマスパーティ　午後5時半～8時 

場所 :アカデミー向丘（向丘生涯学習館）3F調理実習室（文京区向丘 2-5-7　TEL 03-3813-7801）

　　　地下鉄南北線東大前駅・東大農学部側出口から徒歩 4分

参加費 : 料理講座の参加費は無料。
　　　　パーティは大人3000円、子ども1500円（飲食費などすべてを含む）。

　　　　パーティのみの参加ももちろんOK。

市民科学研究室の恒例の企画で、おいしい料理と楽しい出し物で毎年大変好評です。

さて今年は何が飛び出すか。50名限定ですので、早めにお申し込みいただけるとありがたいです。

（電話 :03-3816-0574 市民科学研究室事務局）

年末恒例「実践料理講座」＋クリスマスパーティ

  20　 緊急報告

　　　　「業務用 IHクッキングヒーターからの電磁波
　　　　　ICNIRP の基準値を超える強さ」

  23　 食の総合科学プロジェクト報告

　　　　子ども料理科学教室　公開実験その２

　　　　野菜の甘さを生かしたクッキーを作る 

  
 14　  「母乳育児支援ネットワーク」のご紹介

　１　   目次／ご案内

   28　　8・9月活動日誌／会計報告／編集後記
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　秋も深まってまいりましたが、皆様いかがおすごしで
しょうか。
　本年は、現在までに『市民科学』を第 9 号から今号の
15 号までの 7 冊を発行してまいりましたが、A4 判 30
数ページ前後の今の形の『市民科学』は、第 15 号をもっ
て終了することになりました。それは、市民科学研究室
が年末から来年初めにかけて実施する、いくつかの思い
切った改革の一つなのですが、会員更新年度のかわり目
に際して、皆様にその改革の中身についてご説明させて
いただきたいと思います。

●基本理念の確認
　改革をすすめるには、基本理念をしっかりと見据えて、
今の自身の立ち位置を把握することが必要です。市民科
学研究室は何を目指すのか－それを簡潔に述べると、
次のようになるでしょう。

市民科学研究室は次の３つのことがらを促進するNPOです。

１）科学技術にかかわる意思決定や政策形成における市民参加

２）様々な社会問題の解決に向けた専門知の適正な活用

３）“持続可能で生き生きとした暮らし”を実現するための

科学研究や科学教育の実践

市民の問題認識力を高めるための講座や勉強会を運営し、市

民が主体となった調査研究や政策提言や支援事業をすすめて

います。リビングサイエンス（＝生活を基点にした科学技術）

という概念を手がかりに、様々な角度から「生活者にとって

よりよい科学技術とは」を考え、そのアイデアを具体化して

いこうとしています。

●改革の要点
　では、これまでの活動の何をどう変えようとしている
のか。2007 年から着手するのは次の 4 点です。

1）より多くの人により積極的にかかわってもらえるよ
うに、活動の窓口を多様化し、様々なレベルの取り組み
を設けます。

2）ご支援をくださる人が、たとえ勉強会やプロジェク
トに参加できなくても、進行中の活動の生き生きとした
姿やそこから何らかの成果が生まれてくる試行錯誤をも
感じ取れるような－言い換えるなら、広い意味での

「共同作業」の輪に加わっていることが実感できるよう
な－密度の高い情報や意見の交換ができるようにしま
す。

3）財政基盤として最も重要な会員数を大きくアップさ
せ、そして有志の方々からの寄付やカンパをより具体的
な事業に対してお願いできるようにします。会員の総数
を現在は 220 名ですが、来年終わりには 500 名に達する
ようにしたいと思います。

4）活動の中身については、次の 4 点に特に力を入れて
取り組みたいと思います。
①シンクタンク機能の強化

　市民からの要請を受けて調査研究プロジェクトやキャ
ンペーンをできる限りすみやかに立ち上げる体制を作り
ます。それには、海外で普及している「サイエンスショッ
プ」（『市民科学』第 13 号参照）を日本で導入したり、
あるいはすでに日本でも始まっている「サービスラーニ
ング」において自然科学の領域での提携を大学と結んだ
りして、大学生や大学院生の専門的能力の活用できるよ
うにしたいと思っています。
②連携活動の拡大

　現在 JST 助成研究の中で出会っている“生活と科学技
術”の様々な分野の専門家（企業を含む）、上記サイエ
ンスショップやサービスラーニングにおける大学、そし
て子育て支援や食をはじめとする様々な問題での NPO、
さらには科学コミュニケーションにかかわるジャーナリ
ストや研究者たち……といった人々やグループとの連携
を強化し、共同運営プロジェクトなどを立ち上げていき
ます。また、海外とのいくつかの NPO との連携も視野
に入れています。
③2008年からの恒常的収益事業に向けての地盤固め

　先ほど述べた「会員 500 人」の目標の達成を目指すこ
と加えて、いくつかの教育的事業（たとえば「子ども料
理科学教室」や「サイエンスライティング講座」）が収
益事業として立ちゆくようにしつらえていきます。研究
助成についてもいくつかのテーマで複数種類の申請を行
う予定です。
④誰にでも開かれた運営・調査研究の体制

　メディア（「市民科学」、メールマガジン、ホームペー
ジなど）を刷新して情報発信の頻度を上げ、勉強会やプ
ロジェクトへの参加を随時呼びかける中で、市民科学研
究室と会員の間の、あるいは会員どうしの、あるいは会

2007年からの市民科学研究室の改革について
～会員更新のお願いとともに

上田昌文（市民科学研究室代表）
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員でない人たちとの、相互のやり取りが引き出せるよう
な工夫をこらします。毎月第一月曜日の夜に市民科学研
究室事務所で「談話会」を開いたり（気になる記事など
を持ち寄って自由に意見を交換する、誰でも参加できる
おしゃべりの集い）、無料のウェブ会議システム（SOBA 
CITY など）を利用して遠方の方でもリアルタイムに参
加できる話し合いの場を作ったり、あるいは事務作業に
気軽に学生さんに参加してもらうようにしたり、といっ
たこともその工夫の一環です。

　では、具体的な変更のいくつかを説明してみます。

●「市民科学」が変わります
　これまでは会員の方々に機関誌「市民科学」をはじめ
とするいくつかの発行物をお送りし、会員でない方にも
そうした発行物が目に届くように、ホームページやお知
らせメールを通じて、広報を行ってきました。「市民科
学」を手にした人には 1 人でも多く会員になっていただ
けるよう、様々な機会を生かしてきたつもりではあるの
ですが、たとえばホームページをみて直接「市民科学」
を単独で購入する方がほとんどいなかったことが端的に
物語っているように、これまでの宣伝や広報にはやはり
いくつかの限界があったように思います。読んでいただ
けた方には好評であるのに、思うように広がらない……
その壁に穴をうがつつもりで、紙媒体の「市民科学」を
思い切って軽量化して見開き 4 ページとし、広報誌とし
て機能させることに決めました。すなわち、これまでど
おり最新の記事や論文を掲載するものの（毎月 4、５本
程度）、紙媒体の「市民科学」においてはそれらの要約
や導入的紹介の文章を掲げるのみで、それらの全文は会
員の方だけがホームページから個別にダウンロードして
読む、という様式に変更します（ただし、パソコンや
インターネットをお使いにならない会員の方には、個別
に相談させていただいた上で印刷・郵送の様式やそれに
伴う料金を決めます）。部数を今までの 10 倍に相当する
3000 部とし、値段は無料。チラシのように使ってもら
えるよう、全国の約 30 箇所に常時置かせてもらい、そ
こに立ち寄る人々が自由に手にできるようします。それ
に加えて、スタッフを含め 20 ～ 30 名の会員の方々には、
広報サポーターとなっていただき、毎回 10 部から 30 部
を受け取ってもらってお知り合いや周辺地域の人々に配
布していただくようにします。

広報サポーターになってください
　4ページ版「市民科学」（A3 ２つ折）をリクエストに

応じて 10 部から 30 部、毎月お届けしますので、お知

り合いや周辺の人々に配布してください。あるいは公共

の施設などでチラシとして置けそうな所があれば置いて

ください。30 名（先着）の広報サポーターを募集して

います。ぜひご応募ください。

しかし、多くの方が慣れ親しんでいる、紙媒体で論文や
記事を気軽に持ち歩いて読むというやり方のメリットは
あまりに大きく、そうした要望を満たすために、レイチェ
ル会員とファーブル会員の方々には年に 2 回か 3 回、そ
の年度に発行した記事論文をまとめて冊子にして『市民
科学論文集』（仮題、最大 80 ページ）としてお届けする
ことも、同時に行うことにしました。
　新しい形の「市民科学」は 11 月 15 日に準備第 1 号

（500 部）、12 月 15 日に準備第 2 号（3000 部）を発行し、
1 月 15 日から毎月 15 日に正式版を発行します。

●会員制度が変わります
　「市民科学」やホームページの刷新に伴って、会員制
度が変わります。現在の 5 種類の会員を 3 種に変え、会
員である期間も、申し込みがなされた月から 1 年間有効
という形にします。
　どの会員にも毎月ホームページの「会員コーナー」に
ログインするためのパスワードが発行されます。どの会
員も、
・月刊「市民科学」（4ページ、無料）にその要約が載って

いる各々の記事や論文を、ホームページの「会員コーナー」

から1つ1つをダウンロードできる

・「会員のコーナー」から毎月の市民科学講座の講師の話の

音声ファイルとレジュメのPDFファイルをダウンロード

できる

・年に3冊（もしくは2冊）、「市民科学」に掲載された主

要記事・論文をまとまた紙媒体の雑誌『市民科学論文集』（仮

題）が届けられる

・「市民科学メーリングリスト」に加入できる

わけですが、会員ごとに違いもあります。

■レイチェル会員……年間1万円
＊NPO法人市民科学研究室の「社員」資格（総会での議決権）

＊市民科学講座への参加費込み

＊ホームページの「会員コーナー」に入るためのパスワード

＊年 3冊（2冊）の「市民科学論文集」

■ファーブル会員……年間6000円
＊ホームページの「会員コーナー」に入るためのパスワード

＊年 3冊（2冊）の「市民科学論文集」

■ダーウィン会員……年間3000円
＊ホームページの「会員コーナー」に入るためのパスワード

　会員の申し込み方法は以下のようになります。
１）市民科学研究室のホームページにアクセスし、「会
員募集」のページを開き、そこにある「会員申し込み
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フォーム」に必要事項を記入して送信してください。送
信後、直ちにこちらにそのメールが届いたことを確認す
るメールがあなたのところに届きます。
→メールを使わない方は、市民科学研究室事務局に連絡
し、「会員申し込みフォーム」の用紙を請求することに
なります。記入後にファクシミリなどでそれを送ります。

2007年度の市民科学研究室会員の登録を開始しました
市民科学研究室のホームページ www.csij.org にアクセ

スし、「会員募集」のページの「会員申し込みフォーム」

からお申し込みください

２）申し込みフォームを送信した後、次のいずれかの口
座から、上記「会員申し込みフォーム」で選んだ会員の
種類（3 種のうちのいずれか１つ）に応じた会費を送金
してください。

会費の送金は次の方法でお願いします
次の5つのうちのいずれかの口座を選び、所定の金額を振
込んでください。
・郵便振替口座　

　加入者名：土曜講座　振替口座番号：00160 － 4－ 608503

・みずほ銀行（本郷支店）

　特定非営利活動法人市民科学研究室

　普通預金口座　２６４０４４０

・りそな銀行（本郷支店）

　特定非営利活動法人市民科学研究室

　普通預金口座　１７０６９２７

・三菱東京UFJ 銀行（本郷支店）

　特定非営利活動法人市民科学研究室

　普通預金口座　４５９２７５９

・ジャパンネット銀行（近日中に開設）

　
３）入金されたことが市民科学研究室事務局で確認でき
次第、メールもしくは電話またはファクシミリで確認の
連絡が市民科学研究室からあなた宛に届きます。この連
絡をもって会員登録が完了します。

●そのほかのメディアの刷新
　「市民科学」が変わるだけでなく、市民科学メールマ

ガジン（無料）が創刊され、市民科学研究室代表である
上田昌文の個人ブログ天神山日録が始まり、ホームペー

ジがリニューアルします（双方向性を持たせた質問コー
ナーやリビングサイエンス的分類によって利用価値を高
めた資料アーカイブのコーナーを設けています）。

●学習・調査研究の体制
　これまではプロジェクトチームを作り、その中で勉強

会をすすめるという体裁をとってきましたが、今後は「勉
強会」と「プロジェクト」を分離します。またそれらと
は別に「談話会」を設けます。

　勉強会は現在次のものが活動中ですが、随時好きな
テーマで立ち上げることが可能です。勉強会の次回の日
時などはホームページをご覧ください。

　・ナノテクリスク勉強会　　・低線量被曝勉強会　

　・食の総合科学勉強会

　・科学映像研究会（（株）グループ現代と連携で）

　調査研究プロジェクトは、開始するにあたっては「研
究計画書」を示し、ある特定のテーマで一定期間すすめ
るものです。メンバーの交通費は必要なら全額市民科学
研究室が支給し（片道 1500 円以内）、コピー代もすべて
市民科学研究室が負担します。またできるだけ民間財団
などの助成金を得られるように努力しますが、それが無
理な場合でも必要な経費は市民科学研究室が原則として
支給することになります。
　進行中のプロジェクト（PJ）には次のものがあります。

　・「携帯電話と子どもに関するアンケート」PJ　

　・「子ども料理科学教室プログラム開発」PJ

　・「サイエンスアゴラ準備」PJ

　・「Better Humans ?　翻訳出版」PJ

　・「子どもと脳（＋コラム：各国“子どもと電磁波）」PJ

　　　　　　　　　　　　　　　　　（babycom　の連載として）

　・「放射線疫学調査の科学史」PJ

　・「生活者による科学技術評価の可能性」PJ

　　（JST 助成研究の一部として、連続講座とシンポジウムの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　準備を含む）

　さらに、2007 年 2 月からスタートする談話会があり
ます。これは毎月第１月曜日午後7時～（無料、開場
は 6 時半、市民科学研究室事務所にて）に行う、誰もが
参加できる意見交換会です。「市民科学／生活者と科学」
にかかわる話題を幅広く論じます。参加する方には、新
聞記事なり論文なり「紹介したいもの」を一つ持参して
いただけるとありがたいです。市民科学研究室の活動に
ついていろいろなアドバイスをいただく場にもしていけ
るのではないかと思っています。

　以上、が主だった改革の具体策です。11 月および 12
月に、広報などで改めてご参加やご協力を具体的に求め
ることにもなろうかと思います。皆様のご期待に沿える
よう全力を尽くす所存です。今後ともご支援を心よりお
願い申し上げます。
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　ナノテク化粧品とは何か？　どこが問題なのか？　　　　　　　　　　　白石 靖

■ナノテク製品の普及

　最近、ナノテク化粧品という言葉をよく耳にするよう
になった。そのナノテクとはいったい何であろうか。ナ
ノ（nano）とは、単位につける接頭語で 10-9 を意味する。
この場合はナノメートル（nm）のことで、10-8 ～ 10-9m（10
～ 100nm）のサイズの微小な物質を扱う技術を総称して、
ナノテクノロジー（以下、ナノテク）と呼んでいる。ナ
ノテクには、ナノサイズの微小粒子（ナノ粒子）を取り
扱う技術や、物質の表面にナノサイズの加工を行うよう
な技術があり、いずれも、ナノサイズ特有の性質や機能
を得ることを目的とした最先端技術である。
 ナノ粒子がどのくらい小さいかというと、それはもう
人間の感覚を越えてしまい、実感するのは難しい。例え
ば、地球をサッカーボール程度まで小さくするとする。
同じ比率でサッカーボールを小さくすると、ちょうどナ
ノ粒子と同じくらいの大きさ（小ささ）になる。それは
ウィルス（50nm）と同じくらいで、DNA の直径（2nm）
よりも大きく、バクテリア（500nm=0.5 μ m）よりも小
さい。人間の赤血球が直径 9000nm （=9 μ m）程度であ
るから、とにかく小さいということはよくわかる。電子
顕微鏡でも、かなり高性能のものでないとその姿をはっ
きりと捉えることはできない。
　ナノテクは、その言葉が生まれてからしばらくは大
学の研究室などで用いられる言葉であったが、最近で
は、かなり身近な製品に使われるようになってきた。最
近注目されるのはナノ粒子を利用した製品である。代表
的なナノ粒子にフラーレンというカーボン（炭素）原子
が 60 個集まってできたサーカーボール状の分子がある。
それがゴルフクラブやテニスラケットなどに用いられる
ようになってきた。使われる量はごくわずかであるが、
シャフトなどに使われているカーボン繊維に添加する
と、繊維同士の引き合う力が強まり、剛性が増すことに
よって高反発が生まれるのだそうだ。ボウリングのボー

ルにも使われている。こちらは、表面の素材に添加する
ことにより、レーン表面の油に影響されず、安定した曲
がりとコントロール性能を発揮するのだそうだ。

■ナノテク化粧品とは
　ナノテク製品がいろいろ開発されているが、まだそれ
ほど世の中に普及してきたとは言いがたい。そのような
中で、唯一、急速に普及しつつあるのがナノ粒子を使っ
た「ナノテク化粧品」ではないだろうか。もちろん、ナ
ノテクを謳わないメーカーも多いが、大手メーカーも含
めて、かなり幅広くナノ粒子が使われているようだ。ナ
ノテク化粧品は、使われるナノ粒子の種類によって大き
く二つに分けることができる。まずは、美容成分である
有機成分（油分）をナノサイズ化やナノ加工した美容液
などである。もうひとつが無機成分をナノサイズ化やナ
ノ加工した日焼け止めやファンデーションなどである。
　有機成分のナノサイズ化には、高圧乳化という技術が
用いられる。有機成分が細かい管を超高圧で通過する際
に強い衝撃を受けることにより微細化する。これにより
成分粒子を 30 ～ 100nm の範囲で制御することが可能と
なる。人間の肌の細胞と細胞の間には約 250nm の隙間
があり、ナノサイズ化した美容成分がその隙間を通り抜
けできるようになる。そのため、美容成分が皮膚の奥ま
で浸透しやすくなる。ナノテクを謳い、インターネット
などで販売されている美容液の多くがこのタイプのよう
である。
　有機成分をナノサイズのカプセルに閉じ込めるという
高度な技術が用いられている化粧品もある。リン脂質な
どで作られたナノサイズのカプセルに有効成分を配合す
ると、時間と共にリン脂質が肌になじんでいき、少しず
つ有効成分がしみ出る（タイム・アンド・デリバリー・
システム）。それにより、美肌効果を長く維持すること
ができる。このようなナノカプセルを用いれば、空気に

第12回 講座 　ナノテク化粧品は安全か?
2006年 7月22日（土）　於 : アカデミー茗台学習室

発表者：ナノテクリスクプロジェクトメンバー

誌上版市民科学講座
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触れると破壊される成分でも安定した形で配合できる。
 コーセーの「ルティーナ」や「ナノホワイト・ナノフォー
ス」、ホソカワミクロン化粧品の「ナノクリスフェア」
などが、このナノカプセルの技術を使っている。詳しく
は、各メーカーのホームページ（HP）を参照されたい。
ちなみに、ここで紹介する商品は過去 2 年ほどの間に発
売されたものであるが、大手メーカーでは年に 3 回も新
製品が発売されるように商品の移り変わりが速いため、
すでに販売されていなかったり、販売されていても HP
に掲載されていなかったりする場合も多いので、ご了承
いただきたい。

■日焼け止めなどに使われるナノ粒子
　今まで紹介してきたような有機成分をナノ化した場合
は、最終的には溶けて皮膚に浸透していくため、安全性
については従来の大きなサイズの場合と大差ないと考え
られる。最近問題になっているのは、皮膚上で溶けるこ
とのない無機成分の場合である。無機成分をナノ化やナ
ノ加工・コーティングすることにより、光の反射をコン
トロールでき、また混合の困難な材料でもナノレベルで
の組み合わせが可能になることから、かなり広く普及し
ていると考えられる。ただし、技術内容を HP などで公
表していないメーカーも多く、普及の度合いについての
情報がほとんどないのが現状である。
　最初に、化粧品に用いられるナノ原料の定義を明確に
しておく必要がある。日本化粧品工業連合会が 2005 年
に公表した「ナノ粒子を使用した化粧品の安全性評価シ
ステムに関する調査」報告書（以下、粧工連報告書 ※ 1）
では、「一般的な化粧品基材（水、油分、アルコール界
面活性剤等）に溶解せず、製剤中に非溶解状態で配合さ
れているもので、一次粒系の平均の大きさが 100nm 以
下のもの」と定義している。粧工連報告書によると、ナ
ノ原料の種類としては、酸化チタン、酸化亜鉛、シリカ
系、酸化鉄、白金、酸化ジルコニウム、カーボンブラッ
クなどの無機成分が中心である。その他、ナイロン繊維、
ビタミン類、水添レシチンなどの難溶性成分を意図的に
微粉末化した有機成分も含まれるようであるが、その実
例が不明のため、ここでは取り上げない。

　ナノ粒子を用いる効果として、化粧品メーカーの HP に
はさまざまな謳い文句が並んでいる。それによると、光の
干渉作用や拡散作用などの「仕上がり」をコントロールす
ることにより、彩度の向上、質感の調整、凹凸隠蔽性など
の効果が得られる。紫外線はカットするが可視光には透明
であり、光の乱反射を防いで透明感が高まる。また感触も
滑らかになり、つけ心地が向上するようである。

■ナノテク化粧品の実例
　次に実際の商品をいくつか紹介する。まずは日焼け止
めであるが、単なるナノサイズ化だけでなく、紫外線散
乱材を肌の上で広がりやすい構造に変えたり、立体的に
配置したりするなど、さまざまな工夫がなされている。

「ナノ」を商品名にしたコーセーの「ナノウェア」は、
HP のよると、「ナノサイズの UV カット粉体を使用し、
肌への伸びもよく細かなキメにもしなやかにフィット。
密着性よく、汗にも皮脂にも崩れにくい薄い薄い透明
ヴェールで、紫外線を強力にカットし続ける。」とある。
　また、花王の「ソフィーナ ライズ UV カットミルク」
は、「UV-A をカットする酸化亜鉛を、柔らかい透明球
状ポリマーの中に立体的に配合した 3D-UV カットポリ
マーにより、サラサラの使用感と透明度を実現してい
るのにもかかわらず、高い UV カット効果が得られる。」
カネボウ化粧品の「アリィー EX カット」は、「成分が
散逸しやすい超微粒子酸化チタン素材とより小さな『超
微粒子ナノバリアパウダー』を組み合わせて製品化。（ナ
ノシールド処方）透明なのに水や汗に濡れても強力な
紫外線カット機能を保持。」粒子の表面をナノ加工した
化粧品としては、資生堂「アネッサ ネオサンスクーン
EX」などがあり、「日焼け止め効果のある酸化亜鉛をナ
ノテクで花びらのような形に結晶化。肌の上で均一にな
めらかに広がり、高い透明度が得られる。」とある。
　次に、メーキャップ化粧品であるが、今まで組み合わ
せるのが難しかった素材をナノレベルで組み合わせた化
粧品として、コーセーの「ルティーナ ライトオンパク
ト SF」があげられる。「透明度が高く、UV 効果は高いが、
キシキシしたり、白浮きしたりしやすいという欠点をも
つ酸化チタンと、安定性が高く、肌に柔らかくなじむシ
リコンを、ナノレベルで均一に複合化した『スーパーモ
レキュラーハイブリットパウダー』を配合。このパウダー
はたくさん穴が開いたような構造となっていて、皮脂吸
収効果も高い。」
　資生堂「プラウディア クリアクオリティーパクト
UV」および「プラウディア リアルフィット パウダリー」
は、酸化チタンを厚さ 90 ～ 100nm の薄膜状に生成した
雲母チタン粉末の表面に酸化亜鉛を直径 30 ～ 70nm で
ファイバー状に結晶成長させ、細かな羽毛状に被覆して
いる。このような表面加工により肌に入射する光を拡散
反射特性させ、透明感のある自然なつやが得られる。ま
た皮脂を表面にパウダー状に固めることにより、皮脂が
べたつかず、サラッとして効果が持続する。
　従来成分のナノ化やナノ加工とは全く異なった技術を
用いたナノテク化粧品もある。ビタミン C60 バイオリ

※ 1 日本化粧品工業連合会「ナノ粒子を使用した化粧品の安全性評価システムに関する調査」, 2005 年
（NEDO平成 16 年度委託調査研究、NEDOの HPよりダウンロード可能）
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サーチが開発した美白化粧品は、フラーレン（C60）を
配合し、紫外線などによって発生する活性酸素の活動を
皮膚から浸透した水溶性フラーレンが抑制する。そのた
めアンチエイジング効果があり、また皮膚がんの転移・
拡大も防止する効果も期待される。
　また、CM などでよく目にするファンケル化粧品の「マ
イルドクレンジングオイル」は、「ナノテクだから、こ
すらないでも、するんと落ちる」を謳い文句にしている
が、ナノ粒子を使った化粧品ではない。水で洗い流す時、
一瞬でオイルをナノサイズまでに分散させ、流しやすく
する技術が使われており、また、濡れた手で使っても、
水をナノサイズにしてオイルの中に閉じ込めるように設
計されていて、水が入ってもクレンジング力が低下しな
いそうである。

■ナノテクに対する懸念
　大手化粧品メーカーには「ナノテク」を宣伝文句にし
ていないところもあるが、日焼け止めやファンデーショ
ンには効果が大きいため、ナノテク化粧品はかなり広
まっていると考えられる。そのような中、ナノテクに対
する懸念が高まってきた。数年前から、「遺伝子組み換
え食品（GMO）やロボットと同様に、人類の存在を脅
かす技術になる」と警告する識者が現れ始め、2、3 年前
からは『サイエンス』や『ネイチャー』などの著名雑誌
にも記事が載るようになってきた。やはり「GMO の二
の舞になるな」という論調が目立つ。昨年くらいからは、
朝日新聞や毎日新聞など大手メディアも取り上げるよう
になったが、論点は「ナノ粒子の安全性が確認されてい
ない」ことに絞られており、日本では「安全性の確認を
急げ」という論調に落ち着きつつあるように思われる。
 ナノ粒子の安全性に対する懸念の広がりには、欧米の
環境保護団体が大きな役割を果たしている。たとえば、
カナダの ETC group は、最も早い時期にナノ粒子に対す
る懸念を表明したグループのひとつで、その報告書の中
で、主に人とじかに触れるものにナノ物質を含む製品を
問題視し、ナノ材料の商業生産のモラトリアム（一時停
止）や透明性のある国際評価体制の構築を提案してい
る。また、著名な環境保護団体グリーンピースは、ナノ
粒子の危険性が明確になり理解されるまで猶予期間を要
求し、また科学及び政策コミュニティー内での議論及び
市民との討議の促進を提言している。今年 5 月、グリー
ンピースを含む 8 つの環境保護団体が、ナノ粒子を用い
た日焼け止めの市場からの引き上げを米国食品医薬品局

（FDA）に要求した。今後の動きが注目される。
　ここで注意しなければならないのは、ナノ粒子といっ
てもその材質は酸化チタンや酸化亜鉛など従来から使わ
れていた物質が多く、サイズが大きい場合の安全性はす

でに確認されているという点である。しかし、ナノサイ
ズになるといろいろ特異な性質が現れてくる。まず、そ
の体積や重さに対して、表面積の割合が非常に大きいと
いうことである。そのため表面での反応性が高くなり、
フリーラジカルなども生成しやすくなる。したがって、
大きな粒子よりも毒性がより強い可能性もある。また、
毒性の強い金属や炭化水素などが表面に吸着しやすく、
さらに毒性が強まる可能性もある。また、ナノ粒子は空
気中に浮遊しやすく、肺に吸入された場合は、肺の一番
奥にある肺胞まで達して血中にまで入る可能性がある。
実際に国立環境研究所では、気管から入ったナノ粒子が、
肝臓や腎臓などに移行することをマウスでの実験で確認
している。
　しかし、ナノ粒子の安全性評価においては、通常サイ
ズの物質とは異なる性質が問題となる。ナノ粒子は通常
水に溶解せず、また凝集しやすいため、どのように暴露
させるかが問題となる。形状や粒径もさまざまである。
また製造方法によっては金属などの不純物が含まれてお
り、精製方法によって純度が変わることもある。そのた
め特性評価や毒性試験方法の確立から行う必要がある。
 化粧品に使われるナノ粒子が皮膚で吸収され、体内に
取り込まれるという明確な証拠は見つかっていない。し
かし、荒れた肌や傷がある場合には、体内に入る可能性
は十分にあると推定される。化粧品においては、薬事法
で配合禁止成分が定められているものの、含有成分の大
きさや形状までは規制されていないのが現状である。

■ディーゼル排ガス粒子とアスベスト問題
　ナノ粒子は、必ずしも人工的に合成されたものばかり
ではなく、例えばものの燃焼に伴っても発生する。人間
の活動に伴って、さまざまな「非意図的」に生成したナ
ノ粒子が身の回りにあると考えられるが、その代表が
ディーゼル排気粒子（DEP）であろう。DEP には、ミク
ロンオーダーの大きな粒子からより小さな粒子までさま
ざまな粒子が含まれるが、大量のナノ粒子が含まれ、そ
れがしばらく空気中に浮遊していることが最近の研究で
わかってきた。
　ナノ粒子の成分はカーボンなどであるが、燃料やオイ
ルの不完全燃焼によって生成した様々な化合物がその表
面に吸着していると考えられる。その中には発がん性物
質も含まれている。それらの化学物質は、ナノ粒子の表
面に吸着したまま肺を通って体内に入る可能性がある。
実際に東京理科大などのグループは、ディーゼル排ガス
を妊娠中に吸わせたマウスの胎児の脳や精巣組織に、排
ガスに含まれるナノ粒子が母体から移行して沈着、周囲
の細胞に変性を起こしている可能性が高いこと報告して
いる。DEP の安全性評価は、ナノ粒子関連でもっとも
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研究の進んだ分野であると思われるが、現段階ではサイ
ズの効果よりも、含まれる様々な化学物質に関する安全
性評価が中心のように思われる。
　ナノ粒子の安全性問題と関連付けて最近よく語られる
のがアスベスト問題である。今後、建築物の解体の増加
に伴って被害が拡大し、今以上に大きな「公害問題」と
なっていくと推定される。日本だけの問題ではなく、例
えば EU においては、発症後 1 年以内に死亡する中皮腫
患者は、今後 35 年間に約 25 万人と推定され、肺がんを
含めたアスベスト疾患による死亡件数の総合計は、最大
40 万人と推定されている。アスベスト繊維の形状であ
るが、最も細いクリソタイル（白石綿）の単繊維は、太
さが約 10 ～ 30nm で、長さが約 1 ～ 20 μ m の中空管
状をなしている。代表的なナノ物質であるカーボンナノ
チューブは、太さが 1nm 前後で長さは数μ m であり、
アスベスト繊維と形状が似ているため、安全性議論の標
的となりやすい物質である。
　アスベストが引き起こす健康障害としては、悪性胸膜
中皮腫・悪性腹膜中皮種などの悪性中皮腫、アスベスト
肺、アスベスト肺癌、胸膜肥厚斑、良性石綿胸水（胸膜
炎）及び慢性胸膜肥厚などがある。肺に吸引された長い
繊維はマクロファージに貪食されず、肺内に残留し、元
素組成的にも形状的にも変化を受けないため、肺がんの
発生に関与すると推定される。短い繊維はマクロファー
ジに貪食され、リンパ流によって胸腹膜に到達して、中
皮腫の発生に関与すると考えることが可能である。
　中皮腫の発生には沈着するアスベストの種類が大き
く関与すると考えられる。クロシドライト（青石綿）は
鉄の含有量がもっとも大きく、2 価の鉄が 3 価の鉄に変
換される際に活性酸素を生じ、この活性酸素が細胞の
DNA 損傷をもたらし、遺伝子レベルの異常が中皮細胞
のがん化に結びつくと考えられる。また、アスベストは
強い吸着性を示すため、たばこ中のベンツピレン等の発
がん物質を吸収してその担体となり、これらの発がん物
質による発がんを助長すると考えられる。ナノ粒子にお
いても、不純物として含まれる金属や吸着している化学
物質などが、毒性に大きく影響していると考えられる。

■安全性評価への取り組み
　最近のナノテク・ナノ粒子の安全性やリスクを巡る動
きを表１～３にまとめた。国内外において、さまざまな
報告書が出されている。その詳細については別の機会に
譲るが、ほとんどの報告書がホームページからダウン
ロードできるので、ぜひご覧いただきたい。その中で、
ナノテクのリスクについて広い分野にわたって詳細に検
討された報告書※ 2 が英国王立協会と王立工学アカデ

ミーから発表されている。その中で 21 の勧告がなされ
ているが、ナノ粒子に関連する 3 つの勧告を抜粋して掲
載しておく。

【勧告 4】合成ナノ粒子とナノチューブの環境影響がよ
り詳しくわかるまでは、それらの環境中への排出をでき
る限り避けるべきである。

【勧告 5】合成ナノ粒子とナノチューブの主な排出源で
ある製造工場や研究機関は、それらを有害なものと仮定
して取り扱い、廃棄物中への混入を減らすかゼロにすべ
きである。また、基板などに固定されていない孤立した
合成ナノ粒子を土壌浄化のように環境中で使用すること
は、潜在的な利益が潜在的なリスクよりも大きいことが
確認されるまでは禁止すべきである。

【勧告 6】ナノ粒子やナノチューブを含む製品や素材の
開発や設計プロセスにおいて、産業界は、それらの成分
の排出リスクを製品のライフサイクルを通して評価すべ
きであり、関係規制当局がその情報を入手できるように
すべきである。

■日本における動向
　日本におけるナノテク安全性研究は、欧米に比べて出
遅れているように思われたが、ようやく昨年からいくつ
かの国家プロジェクトなどがスタートしている。そのい
くつかを簡単に紹介する。
　文部科学省では、2005 年 7 月～ 2006 年 3 月の期間、
ナノ粒子が健康に与える影響について、産業技術総合研
究所、物質・材料研究機構、国立環境研究所、国立医薬
品食品衛生研究所の 4 公的研究機関の研究者約 70 人を
集め、国内外の研究データの収集・評価などの毒性の検
証を実施した。ナノテクノロジーの社会的な受け入れ促
進に関する提言を 3 月にまとめている。それによると、
公的研究機関の役割については、人や生物への暴露の可
能性のあるナノ粒子の評価方法について、早急な研究開
発を推進すべきだと指摘。政官民の各役割を明確化した
上で、情報共有化と設備の共同利用を図り、連携した研
究体制を確立すべきだと結論づけている。
　経済産業省では、産業技術総合研究所が中心となり、
ナノ粒子の安全性の評価方法を 2006 年 7 月から 5 年間
かけて研究を行う。対象は、炭素系のカーボンナノチュー
ブ、フラーレン、金属系の酸化チタン、酸化亜鉛の 4 種
類である。まずナノ材料のキャラクタリゼーション（濃
度、粒径、形状などの特性評価）技術を確立し、これをベー
スに有害性などの評価手法を開発。製造工程での労働者
や商品を使用した消費者の暴露量についても検証する。
　厚生労働省では、ナノ物質の安全性を調べる本格的な
研究に着手する。国立医薬品食品衛生研究所などにおい

※ 2 "Nanoscience and Nanotechnologies : Opportunities and Uncertainties", The Royal Society & The Royal Academy of Engineering, UK, 2004
 （次の URL よりダウンロード可能 http://www.nanotec.org.uk/finalReport.htm）
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て、評価手法を開発し、動物実験などで体内への吸収状
況や病原性を 2006 年 7 月から 3 年計画で検証する。主
にフラーレンや多層 CNT において、体に蓄積した場合
の計測法や有害性の評価手法を開発。肺や腸、皮膚から
の吸収性や、体外への排出状況を調べる。脳や胎児への
移行のほか、製品の製造や使用の際の暴露についても検
討する。
　また、業界団体である日本化粧品工業連合会において
も、ナノテク化粧品について独自試験などでその安全性
の検証を行う計画があり、ナノ粒子が皮膚を透過するか
どうかを動物の皮膚などで調べる予定である。
　メーカーが独自に安全性を評価し報告している場合も
ある。ビタミン C60 バイオリサーチは、美白化粧品に
使われている水溶性フラーレン「ラジカルスポンジ」に
おいて、有害性は認められなかったことを HP で報告し
ている。フラーレンについては、共立薬科大学の増野匡
彦教授らにより安全性が評価されており、有害な活性酸
素を作り出さないことを報告している。さらには、ビタ
ミン C など別の抗酸化物質と比べ、化粧品材料として
の安全性がより高い可能性もあるとのことである。

■日本化粧品工業連合会の調査報告書
　先に触れた日本化粧品工業連合会の調査内容を簡単に
紹介する。詳しくは報告書※ 1 を参照されたい。この調
査は会員企業の化粧品メーカーおよび原料メーカー 741
社に対して実施され、478 社が回答した。その中で 120

社がナノ原料を使用と回答している。ナノ原料は酸化チ
タンや酸化亜鉛等の無機成分が中心で、平均粒径 50nm
以下の球状粒子が主流であるが、20nm 以下も約 3 割の
メーカーで使用されている。
　化粧品メーカーにおいては、局所刺激性、単回投与毒
性など、多くの安全性試験が行われているが、いずれも
回答企業の 4 割以下であった。また、その試験について
も自社で行っているかどうか 、製品での試験かどうか
は不明である。国内外の安全性に関する文献調査を行っ
た結果では、現時点ではナノ粒子（酸化チタン）が経皮
吸収されると結論された文献報告はない。この調査結果
を踏まえて、粧工連としては現時点では安全性に問題な
いとの立場にあると思われる。

■大手化粧品メーカーへのアンケート結果
　最後に、ナノテクリスクプロジェクトで大手化粧品
メーカー（2004 年度売上高上位 30 社）に対して実施し
たアンケートについて報告する。実施期間は 2006 年 6
月22日～7月7日で、各社広報部などへ質問状を郵送し、
返信用封筒にて回答を返却してもらうようにした。質問
事項は以下の通りである。
◇ナノ粒子使用化粧品の市場への広がりについて

（1）貴社の製品で、ナノ粒子を含む化粧品があるか。

（2）ナノ粒子を使用した化粧品の種類（日焼け止め / ファウ

ンデーションなど）とナノ粒子の成分および平均サイズは ?

（3）上述の種類の化粧品で、ナノ粒子を含有せず、より大き

表１：ナノテクの安全性やリスクを巡る動き（１）　2004 年まで　　　　　　　　（出典：日経ナノビジネス、他）
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なサイズ（通常サイズ）の粒子のみを使用した製品と、ナノ

粒子使用製品との生産量の比率は ?

（4）今後、ナノ粒子使用製品の比率は、増加するか。

◇ナノ粒子使用製品の安全性について

（1）ナノ粒子使用製品の開発にあたり、粒子のサイズが小さ

いことに特化した安全性評価を実施しているか。

（2）その製品の開発にあたり、安全性に配慮された点はあるか。

（3）ナノ粒子を扱っている製造現場などで、ナノ粒子吸引な

どに対する安全対策として実施されていることはあるか。

◇ナノ粒子に関する情報公開について

（1）消費者が、個々の製品におけるナノ粒子含有の有無につ

いての情報を得ることが可能か。

　結果は、数社から回答が届いたが、残念ながらほとん
どの企業が「研究・生産のノウハウに関わるため公表で
きない。粧工連に問い合わせてほしい」との回答であっ
た。後日、粧工連からの回答が、何度かの催促のあと
に届いたが、以下のような簡単な内容であった。「アン
ケートを受け取った企業から照会があり、ノウハウに関
わる質問もあるため個別企業としては回答できない旨を
回答するよう指導した。ナノテク化粧品の現状および課
題については、NEDO からの平成 16 年度委託調査研究

によりほぼ把握できたと考えている。詳しくは報告書※
1 を参考にしてほしい。なお今後の対応としては、現在
NEDO 委託事業として産業技術総合研究所化学物質リ
スク管理研究センターにて実施されている『ナノ材料の
特性評価』の動向を注視した上で、改めて検討したい。」
今後、粧工連に対して直接取材を行うことを検討してい
る。

■まとめ
　最近ナノテク化粧品が普及しており、特に酸化チタン
などの無機系ナノ粒子は、高い透明感が得られるなどの
優れた特性から、広く日焼け止めやファンデーションに
使われていると思われる。しかし、ナノテクを謳ったい
くつかの製品を除いて、メーカーから原料のサイズに関
する情報提供はなく、消費者はナノ粒子の含有の有無な
どで商品を選択することは困難である。
　そのようなナノ粒子の安全性評価への取り組みについ
ては、日本では、経済産業省、厚生労働省、日本化粧品
工業連合会などのプロジェクトがようやく始まった段階
である。評価の対象となるのは、主として、フラーレン、
カーボンナノチューブ、酸化チタン、酸化亜鉛などであ

表２：ナノテクの安全性やリスクを巡る動き（2）　2005 年　　　　　　　　　　　（出典：日経ナノビジネス、他）



11

Citizens' Science  市民科学 

り、ナノ粒子の標準化、評価手法の確立からスタートす
る。現段階においては、国内外において、危険性を示す
決定的な結果はまだ得られていない。
 ナノテクリスクプロジェクトにおいても、大手化粧品

メーカーに対してアンケート調査を行ったが、研究開発、
生産のノウハウに関わる問題として回答不可とするメー
カーがほとんどであった。

表３：ナノテクの安全性やリスクを巡る動き（3）　2006 年　　　　　　　　　　　（出典：日経ナノビジネス、他）

　皮膚と化粧品～ナノ粒子の安全性と表示問題～　　　　　　　　上田昌文（市民科学研究室）

■ナノ化粧品の何が問題か
　ナノ化粧品の生体影響をみる際に検討すべきこととし
て次の 5 点が挙げられるだろう。
1）ナノ粒子が皮膚自体を痛めることはないのか。
2）バリアである皮膚を通過して体内に浸透することは
ないのか。
3）これまでの毒性試験によって懸念すべき結果がナノ
化粧品について検出された事例はあるか（これまでの毒
性試験の限界や欠陥をふまえたうえで）。
4）これまでの毒性試験ではナノ粒子の影響は検出でき
ないのではないか。
5）現状で影響が不確定である場合に、情報公開（表示）
をはじめとする対策やリスク研究をどうすすめるべき
か。
　以上はいずれも現在研究中で確定的な結果が得られて
いないか、明確な対応指針が打ち出されていないかであ
ることを、初めに確認しておきたい。

■バリアゾーンとしての皮膚
　化粧品の人体影響を大きく関係するのが、バリアとし
ての皮膚の働きだ。皮膚は人体最大の臓器であり（大き
さは 1.6m2（畳約 1 畳）、厚さ 1.5 ～ 4mm、重さ約 3kg）、
体を守るバリアとしての働きは多彩である（水分の保持

（主に角質層）、有害物質やウイルスやバクテリアへの防

壁（主に角質層）、免疫システムに関連した生体防御（表
皮細胞はサイトカインなどの細胞間情報伝達物質も随時
合成して対応）など）。また体温調節（発汗、血流調整）
やセンサー（触感、温感、痛みなどを感じる神経末端装置）
としての重要な働きもある。わずか 100 分の 2 ～ 3mm
程度（ラップを 2 枚重ねたくらい）の角質層には、その
中に角質細胞間脂質（スフィンゴ脂質 = セラミド）が
水をサンドイッチしてできた平たい層が 15 ～ 20 層ぐら
い存在し（ラメラ構造）、これが皮膚の構造的な支えと
なっている。皮膚表面の皮脂とこのスフィンゴ脂質、そ
して角質層のすぐ下にあって大量の脂質分を含む顆粒層
が、皮膚の壁となるバリアゾーンを形成している。

皮膚は、外側から表皮、真皮、皮下組織の 3つに分けられる。

★表皮……新しい細胞が古い細胞を表面に押し上げるように

して常に新陳代謝（ターンオーバー）を繰り返している。厚

さはほんの 0.1 ～ 0.3mm程度。表皮細胞（ケラチノサイト）、

メラニンを作る色素細胞（メラノサイト）、アレルギーに関

係するランゲルハンス細胞の 3つの細胞がぎっしり詰まって

いる。表皮はさらに、外側から角質層（角層）、顆粒層、有棘層、

基底層の 4つに分けられる。

★角質層……表皮細胞が角化して死んだ細胞が 15 ～ 20 層

に重なったもの。ほぼ 2週間で「垢」としてはがれ落ちる。

角質層の上を覆うのが皮脂膜で、毛孔にある皮脂腺から分泌
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される皮脂と汗が混じり合った天然のクリームとなって、角

質層のバリア機能を助けている（毛のない手のひらや足の裏

には皮脂腺がないため、手が荒れたり乾燥しやすい）。

★真皮……厚さは約 2～ 3mm程度で表皮の約 10 倍の厚み

がある。コラーゲン（鉄骨のように組織の形を保つ線維）と、

エラスチン（ゴムのように弾性を与える線維）とでできてい

る。その隙間を水分をたっぷりと含んだヒアルロン酸などの

ムコ多糖類が埋めて、肌の張りや弾力を与えている。

★皮下組織……皮下脂肪などを含む。体を守るクッションや

体温を維持する役目を果たす。

■経皮吸収の問題
　皮膚表面上の物質がこの角質層を経て真皮の中に張り
巡らされている毛細血管に入ったり皮下組織に浸透した
りするのが経皮吸収だが、私たちはたとえば虫刺され薬
を肌に塗ることなどでそれを日常的に経験している。経
皮吸収される物質は、分子量が小さいこと（一般に分子
量が 500 以上の物質は通さないといわれている）と脂溶
性（脂肪に溶けやすいこと）が条件となる。そこで軟膏
や化粧品などでは、分子量の小さな有効成分を界面活性
剤や乳化剤と混ぜ合わせることで経皮性をもたせること
になる。その場合、有効成分は基本的に皮膚の細胞と細
胞の間の隙間を通って浸透するが、その細胞間の間隙は
40 ～ 60nm（健康な肌の場合）ぐらいである。化粧品で
用いるナノカプセルはちょうどこの程度の大きさであ
る。また、酸化チタン・酸化亜鉛の透過性が問題になる
のも、ナノテクノロジーでその粒子のサイズを 50nm ど
ころか 5nm にさえもできるようになったからだ。

■界面活性剤の有害性の問題
　乳液やクリームには乳化するために、化粧水には香料
や油や薬品などを溶かしこむために、ファンデーション
類には粉末を均一に分散させるために、それぞれの目的
に合った合成界面活性剤（乳化剤）が利用されている。
合成界面活性剤は、これまでも皮膚へのダメージ（手荒
れ・湿疹・かぶれ他）、種々のたんぱく質の変成作用、
体内に吸収された場合の肝臓障害、発ガン、赤血球の破
壊などをもたらす恐れがあると、その危険性が指摘され
てきた（一般的に界面活性剤の刺激は、リンスに使われ
る陽イオン系界面活性剤が一番大きく、次にシャンプー
に使われる陰イオン系界面活性剤、両性界面活性剤そし
て非イオン界面活性剤の順に弱くなる）。
　シャンプーやリンスに使われる界面活性剤は洗い流す
のが前提だが、クリームは洗い流さずにつけておくため
安全性がより問題となる。通常の乳化したオイル粒子の
大きさは 1 ～ 10 μ m（1000nm ～ 10000nm）だが、こ
れをナノサイズにすると透明感とサラサラ感が増す。し

かし、乳化するためのオイルの粒子が小さくなればなる
ほど、粒子の表面積は増えるためそのぶん乳化剤（界面
活性剤）が必要となる。配合するナノ化オイルの量によっ
ては、シャンプーやクレンジング剤と同じくらい合成界
面活性剤の濃度が高いものもある。

■コーティングの問題
　酸化チタンや酸化亜鉛は紫外線が当たると吸収して表
面に電子が生成する性質を持ち、出来た電子を周りの酸
素に与えて活性酸素に、水やアルコールからは逆に電子
を奪ってフリーラジカルという反応性の高い物質に変化
させる。酸化チタンの表面についた物質は酸化されてど
んどん別な物質に変化する（工業的にはこの性質を利用
して“光触媒”として難分解性の物質を分解させるのに
使用する）。皮膚の表面でこうした反応性の高い状態が
生じては危険なので（活性酸素は発ガンとも深い関係が
ある）、化粧品ではこれを避けるために、酸化チタンの
表面をコーティングして活性酸素の生成を抑えることが
重要となる。しかし、ナノ化粧品の安全性にとって見逃
せない要素であるはずのこのコーティング技術は、現在
のところかなり高度な技術であるため、メーカーによっ
て出来不出来の差が出るともいわれている。安全性確認
の方法が確立していないだけに気がかりだ。

■化粧品がみたすべき条件とは
　そもそも化粧品は、第一に「連用しても安全」でなけ
ればならないし、第二に「連用して皮膚にメリットがあ
る」ことが必要だ。そのために製品は、安全性を確認す
るに足る適正なチェックを経なければならないし、効用
の確認ができる適切な情報が提示されることも必要だ。
消費者が製品を購入するために参照する「表示」はその
ためのものでなければならない。
　化粧品は、薬事法において「医薬品」とも「医薬部外品」
とも違う類別になっている。医薬品は臨床試験を経て市
場に出るが、化粧品と医薬部外品はそうではない。では
その 2 つはどう違うか ? 囲みにみるような定義ではある
ものの、調べた限りではその境界線は曖昧だ。しかしいっ
たん「医薬部外品」の認可をとれば、表示の点では「化
粧品」と大きく異なることになる。すなわち、化粧品で
は全成分表示が義務づけられているのに対して、医薬部
外品では、全成分表示の義務づけはなく、「表示指定成
分」の表示のみでよい（「表示指定成分」とは、「肌に刺
激を与える可能性がある」成分 102 種のこと）。ただし、
2006 年 4 月より業界の自主的対応で医薬部外品も全成
分表示が始まることになった。2 年後には全成分表示に
すべて切り替わる予定となっている。
【化粧品】人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌
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を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身

体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されるこ

とが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの。

【医薬部外品】次の各号に掲げることが目的とされており、

かつ、人体に対する作用が緩和なものであって器具器械でな

いもの及びこれらに準ずる物で厚生労働大臣の指定するもの

をいう。ただし、これらの使用目的のほかに、前項（医薬品

の定義）第二号又は第三号に規定する用途に使用されること

もあわせて目的とされている物を除く。

1. 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止

2. あせも、ただれ等の防止

3. 脱毛の防止、育毛又は除毛

4. 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等

　駆除又は防止

■全成分表示であればよいのか?
　では、「全成分表示」でありさえすれば問題はないか
というと、じつはそうではない。その事情を知るには、
化粧品規制緩和と薬事法改正（2001 年 4 月）を振り返
る必要がある。
　厚生省（当時）が化粧品の規制緩和を打ち出したのは
1998 年の「今後の化粧品規制の在り方について」にお
いてだった。それによれば、「化粧品は人体に対する作
用が穏やかで、最近では重大な健康被害をもたらすおそ
れが少ない」ことをふまえて、「企業の自己責任を前提
として欧米との規制制度の調和（ハーモナイゼーション）
を実現する」ためと説明している。薬事法の改正点は、
次のとおりである。

（1）化粧品の製造・輸入にあたり必要であった品目毎の
承認・許可制が廃止され、届け出制となった。

（2）化粧品原料については配合してよい成分を規定した
種別許可制度から、ネガティブリスト（配合禁止及び制
限成分）・ポジティブリスト（防腐剤、紫外線吸収剤及
びタール色素について使用可能な成分とその上限）方式
に変更され、それ以外の成分の選択と配合量はメーカー
の自由となった。

（3）法律により定められた成分のみを表示する方式に代
わり、製品に配合された全成分を表示する全成分表示が
義務付けられた。
　だが、これには問題点がいくつかある。
　第一に、現在は化粧品に入っている成分すべてを、パッ
ケージなどに記載する。配合量の多い順に全ての成分が
書いてある（従来は化粧品の成分を消費者に公開しなく
てよく、「表示指定成分」のみをパッケージに記載して
いた）。しかし例外があり、認定された企業秘密製品と
香料成分、原料を品質を保つための極微量の成分は表示
しなくてよいことになっている。

　第二に、「ネガティブリスト」以外は企業責任で何で
も使ってよいことになった。改正前は、「配合してもい
いリスト」を定め、そのリストにない成分の配合に際し、
安全性テスト（動物実験）のデータの提出が求められて
いた。しかし改正後は、ネガティブリストの成分を含ま
ない限り、新規成分を含めて承認許可が不要となった。
　第三に、品質基準の廃止で、成分の品質が必ずしも保
証されない可能性がある。
　第四に、「キャリーオーバー成分」（原料を守る防腐剤
や酸化防止剤など）はパッケージに表示しなくてもよい

（ただし、「商品全体の防腐のために」加えられた場合は
表示が義務となる）。
　第五に、「成分」になる前の原料に何が行われている
かは、企業秘密がからむこともあり、法改正後も公開さ
れていない（例えば原料臭を消したり、良い香りをつけ
たりする香料）。たとえば、「ナノ化」をうたっていても
実際のところどうなっているかは確認できない。

■求められる「ナノ表示」
　ナノ粒子は、法律上では、「リスト」に載っている成
分ではないし、しかも、原料メーカーに属する情報でも
あるため、安全性確認は「企業の自己責任」に委ねられ
ることになるし、表示の義務はない。しかし、これで
本当によいのか ? 消費者への適切な対応と言えるのか ? 

「ナノ」の効用を謳っている製品（たとえばコーセー）
でも何がそれに相当するのかを明示していないか、使用
しているけれどそのことに一切言及していない（たとえ
ば資生堂）かがほとんどである。安全性への確認が十分
とは言えない段階ですでに市場に出回っている以上、最
低限消費者に「どのようなナノテクノロジーを使ってい
るのか、どのようなナノ粒子を使っているのか」を表示
する必要があるだろう。
　筆者（上田）は、この必要を痛感し、日本消費者連盟
発行の『消費者リポート』1343 号（2006 年 9 月 17 日）
に「ナノテク化粧品は安全か ?」という論説を書いた。
それも一つの契機となり、日本消費者連盟は経済産業省
と厚生労働省にナノテクの安全性についての質問状を出
した（流通しているナノテク商品を具体的に把握してい
るかどうか、安全性が未確立であるナノテク商品の市場
からの引き上げ要請、ナノ表示の義務化もしくは行政指
導を考えているかどうか）。また、日本化粧品工業連合
会に対しても安全性評価をどう行っているか、表示義務
はないとはいえ消費者の知る権利に配慮した対応（表示）
を行う予定はないのか、などを問う質問状を送った（『消
費者リポート』1345 号より）。
　その回答を注視し、今後も必要な対策を考え、メーカー
や行政にその実施を求めていきたいと思う。
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「母乳育児支援ネットワーク
            （Breastfeeding Support Network of Japan:BSN）」とは

「母乳育児支援ネットワーク」のご紹介

　前号掲載の「母乳育児」についての翻訳記事に関連して、国内で支

援活動を展開している「母乳育児支援ネットワーク」の理事でいらっ

しゃる、小野田美都江さんに、その活動内容についてご寄稿いただき

ました。小野田さん、ありがとうございました。【編集部】

1.BSNの目指すもの

　 「母乳育児支援」と聞いた時に連想する活動とは、母
乳育児の方法やコツを教えてくれる、母乳育児の悩みや
相談にのってくれる、というものではないでしょうか。

「支援」という言葉を広辞苑で引くと、「支え助けること、
援助すること」とあります。確かにわたしたちの活動は、
母乳育児を支え助けることなのですが、もう少し正確に
言えば、母乳育児に関する知識をわかりやすいことばで

「伝え」、そして「広める」、さらに、母乳育児に関わる
市民の力を「つなげる」ことに重点があります。
　BSN の活動は、「母乳で子どもを育てることは、母親
と赤ちゃんにとって最良の方法であり、あたり前のこと
だ」という考えに基づいています。この、昔からあたり
前だったことをするのが難しくなってしまったという危
機感が発端となり、2000 年に設立されました。会員数
約 90 名の任意団体です。現代は育児書や育児雑誌、イ
ンターネットのウェブサイトなどから多大な情報を得る
ことができます。中には、迷信や誤解、不正確な情報が
含まれていたり、企業から発信されるコマーシャル色の
強いものがあったりします。情報のシャワーが母親を安
心させるのかというと、必ずしもそうとは言えないので
す。母乳育児を保護する唯一の方法は、すべての家庭や
地域共同体、医療従事者、政策立案者たちが、実際的、
科学的かつ完全な情報に十分に接する環境を整えること
だと『母乳育児の文化と真実』（1999、メディカ出版）
の前書きに記されています。わたしたちが目指す方向は
そこにあります。

■ BSNの目標 ■
・ すべての女性が「母乳で子どもを育てられる」という

自分の力を誇りに思えるような社会になること 
・ 母乳育児をしていく上で必要な情報や支援が、いつで

も、どこでも、どんな状況でも得られるような社会に
なること 

・「女性が自分のからだについて決定する権利」のひと
つとして、母乳で育てることが尊重されるような社会
になること 

・ 母親と赤ちゃんの家族だけでなく、社会全体が母乳育
児を理解し、尊重するような社会になること 

・ 乳業会社や乳児用食品メーカーが、母乳だけでは不十
分であるといわんばかりの販売促進活動をしない社会
になること 

・ 日本がアジアの母乳育児の保護・推進・支援のために
貢献できるような国になること

2. 活動の実際

　世界には国際的な規模で母乳育児支援活動を行う
NGO があります。世界母乳育児行動連盟（WABA）、乳
児用食品国際行動ネットワーク（IBFAN）、ラ・レーチェ・
リーグ・インターナショナル（LLLI）、国際ラクテー
ション・コンサルタント協会（ILCA）などです。BSN
は WABA の支援団体であり、かつ、IBFAN のメンバー
グループです。2003年には両団体の中心人物を招き、「ア
ジアの母乳育児支援ネットワーク」と題したシンポジウ
ムを実施しました。国際 NGO との連携により、世界的
な動向を国内に伝えることが可能となっています。
　現在特に重点を置いている活動は、WABA が毎年 8
月の世界母乳育児週間に合わせて発行するパンフレット
の翻訳出版です。今年は「母乳代用品の販売流通に関す
る国際規準」注 1 が採択されて 25 周年目にあたるため、
パンフレットも「国際規準による監視 母乳育児を守っ
て 25 周年」というテーマになっています。この「国際
規準」については、『マンガでわかる国際規準』という
IBFAN が発行した小冊子も、2003 年に翻訳出版してい
ます。さらに、今年の 2 月には「考えよう、母乳代用品
の販売流通に関する国際規準 !̶ 世界保健総会で採択さ
れて 25 年目の今年に 私たちができること」と題したセ
ミナーを大阪で開催しました。
　また、2004 年 10 月 23 日に発生した新潟県中越地震

小野田美都江（BSN理事）
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をきっかけに、日本ラクテーション・コンサルタント協
会（JALC）とラ・レーチェ・リーグ日本（LLL Japan）
と BSN との共同で、「災害時の母と子の育児支援共同特
別委員会」を立ち上げました。災害時でも母乳育児を継
続できるように支援を訴える緊急リリースを発行した
り、実際の母乳育児支援体制を整えたりしました。そし
て 2005 年 9 月には、『災害時の母乳育児相談 ̶援助者
のための手引き̶』を発行し、現在も 3 団体のコア・メ
ンバーは情報交換を続けています。
注１）乳児用人工乳、哺乳びん、乳児用お茶などの母乳

代用品に関するマーケティングに対する一連の取

り決め。例えば、医療機関での宣伝や無料配布な

どの行き過ぎた商業流通を制限する。

3. これからの活動

　現在はどちらかと言えば「伝える」「広める」活動に
重点がありますが、今後は市民の力を「つなげる」こと

にも積極的に取り組んでいきたいと考えています。「つ
なげる」には、それに関わる人びとをつなげていくこと
も、知識を行動につなげていくことも含まれています。

「国際規準」をどう活かしていくのか、そのために私た
ちができることは何かを考え、実践していきたいと思い
ます。WABA の 2006 年パンフレットに「思慮深く、献
身的な市民の小さなグループに世界を変える力があるこ
とを、けっして疑ってはならない。実際のところ、それ
こそが、世界を変えてきた唯一の存在なのだから」と
いう文化人類学者のマーガレット・ミードの言葉が掲載
されています。まさにこれこそが、BSN の願いであり、
投じた小さな一石が波紋となって広がることを信じる原
動力となっています。

■母乳育児支援ネットワーク

　　　　　　　　　　　　 http://www.bonyuikuji.net/

information

●11月25日（土）～27（月）「サイエンスアゴラ」
　上田は全体のプログラム委員を務め、市民科学研究室はこの中の２つのセッションにかかわっています。科学コミュニケー

ション、理科教育などに関心のある方には見逃せない集いです。ぜひ足をお運びください。http://www.scienceagora.jp/

●アンケート「携帯電話と子ども」にご協力ください。
　次の babycomのサイトでアンケートを実施しています。18歳以下の子どもさんがいらっしゃる方、ぜひ

ご協力お願いいたします。 　http://www.babycom.gr.jp/eco/an-3/

報告会

「科学リテラシー育成の試みをつなぐ～学

校、企業、NPOの「科学教室」の実践から」

日時：11月 25 日（土）10:30-12:00 13:00-14:30

会場：東京国際交流館 4F 会議室 1

主催：NPO法人市民科学研究室

　企業やNPOが運営する科学実験教室や、地域の特性を生

かした体験型授業などが注目されている。学校との従来の枠

にとらわれない連携により、様々な専門知を科学リテラシー

育成に活用しようとする試みであり、科学コミュニケーター

の活動の場としても、「地域／生活／環境」を主眼にした理

科教育としても、新しい可能性を投げかけている。独自の取

り組みで知られる団体が集い、その経験やノウハウを語り合

い、今後を展望する。

ワークショップ

「日本におけるサイエンスショップの可能性」

日時：11月 26 日（日）16:30-18:30

会場：東京国際交流館 4F 会議室 3

主催：大阪大学コミュニケーションデザイン・セ

ンター（CSCD）、NPO法人市民科学研究室

　欧米で、大学が市民の要求に応えて研究を受託するサイエ

ンスショップなどCBR（コミュニティ・ベースド・リサーチ）

と呼ばれる手法が注目されています。研究が非営利の資金で

行われ成果が広く公開される、新しい形です。大学と社会の

関係の見直しが叫ばれる中、日本でも同様の機関が機能する

かどうか、この問題に取り組むNGO関係者などもお招きし

て議論します。
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「ヒロシマ・ナガサキとヒトゲノム計画」連載・第１回

笹本征男（占領史研究者・低線量被曝プロジェクトメンバー）

読売新聞記事「米国の被爆者調査 ゲノ
ム研究に利用 望まれる情報公開」を読
んで̶̶批判的検討

　私たちは毎月一回、「低線量被曝プロジェクト勉強会」
を東京都文京区本郷の市民科学研究室の事務所で開いて
いる。もう一年半になる。最近の勉強会（2006 年 9 月 1
日）の時、上田昌文さんから、読売新聞の記事を見せら
れ、「笹本さん、この記事を批判するものを『市民科学』
に書いてみませんか」と言われた。
　上田氏が手渡してくれた記事は、2006 年 8 月 31 日付・
読売新聞朝刊に掲載された「米国の被爆者調査　ゲノム
研究に利用　望まれる情報公開」という記事である。こ
の記事の筆者は、読売新聞科学部に所属する笹沢教一氏
である。記事の内容については、添付したものを参照に
してほしい。私は一読して、批判の文章を書くことにし
た。
　記事の筆者は、アメリカのエネルギー省・核実験公文
書館において、新生児被爆影響調査の報告書を発見した
という。私は記事を一読して、最初に疑問に思ったこと
は、筆者がこの報告書の正式な名称を記述していない点
である。「新生児被爆調査」というのが、この報告書の
正式な標題なのであろうか。私が報告書の正式な標題を
知りたいと思うのは、これまで発表されている調査報告
書との比較をしたいからである。比較ができれば、従来
の報告書とどのように違うのかが判明することは、言う
までもない。また、これまで発表されていないとすれば、
それは何故なのかについて考えることができる。
　さらに、正式な名称が分かれば、私が日本からエネル
ギー省核実験公文書館に具体的に問い合わせができる。
しかし、記事では、この公文書館はアメリカのどこにあ
るのかすら記述されていない。以上のことは、ごくわず
かな行数で説明できることである。新聞記事について、

「５つのＷと１つの H」という要諦があるという。「いつ
（when）、どこで（where）、だれが（who）、何を（what）、
なぜ（why）」と「どのように（how）」である。
　つまり、この記事には、「どこで」と「何を」が欠け
ていると言える。
　次に、「報告書をまとめた」ジェームズ・ニール博士

についてである。記事では、ニールについて「人類遺伝
学の父」という説明がある。そして、1984 年のアルタ
会議で「中心的役割を果たした人物」とある。さらに、
この報告書は「48～54年にかけて行われた調査」とある。
私はこの記述を読みながら、この記事には決定的に欠け
た情報があると感じた。　
　まず、調査時期の 1948 年から 1954 年のことである。
日本の 1948 年とは、どのような時代であったのか、記
事は何の説明もしていない。第二次世界大戦において、
日本が敗北したのは、1945 年である。敗北直前にアメ
リカ軍機が広島市（8 月 6 日）と長崎市（8 月 9 日）に
原子爆弾を投下した。戦争に敗北した日本は、７年間あ
まりマッカーサー連合国最高司令官が指揮する、連合国
軍によって占領された。1952 年 4 月に連合国と講和条
約を締結して、日本は独立した（沖縄、奄美諸島、小笠
原諸島を除いて）。
　つまり、1948 年とは、連合国軍が日本を占領してい
た時期である。しかも、連合国軍の主体はアメリカ占領
軍であり、原子爆弾を 2 都市に投下したのはアメリカ軍
である。占領とは、戦争が継続した状態であり、講和条
約を締結して、初めて戦争状態が終結する。原爆調査は

「平和な時期に」行われたのではない。このような時代
背景の説明も、短い行数でできるであろう。
　報告書の正式名称が記述されていない問題に次いで、
報告書の作成者についても疑問がある。やはり、正式な
作成者名、および作成者はどの組織に所属していたのか
という情報も重要である。にもかかわらず、記事では「報
告書をまとめた『人類遺伝学の父』とも呼ばれたジェー
ムズ・ニール博士」の名前しか出ていない。
　ニールは、1948 年、アメリカ陸軍の中尉として、日
本に来て、原爆調査を行った。日本から帰国後、軍籍を
離れ、シカゴ大学で教鞭を取った。たしかに、報告書は
ニールがまとめたのであろうが、原爆調査はアメリカ軍
の軍事調査として実施された。そこにニールも参加した。
そして、軍事調査の現場は、原子爆弾という大量殺戮兵
器の殺戮現場である。「人類遺伝学の父」ニールは、あ
の殺戮現場に立って、何を感じたのであろうか。ちなみ
に、当時のニールは三十歳ほどの青年であった。原子爆
弾を使用した国の市民として、ニールは何を考えたのか、
私は今も知りたいのである。
　以上、いくつかの記事に欠けた視点について述べてき
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た。それを一言でいえば、「戦争」という歴史的な事実
に言及しないことの問題である。
　次に、調査の目的について、記事は「被爆者の健康影
響調査などの目的のほかに、大量の遺伝学的データの入
手にも、調査チームが強い関心を持っていた様子がうか
がえる」と書いている。きわめてあいまいな表現である。
アメリカ軍の軍事調査としての原爆調査において、初期
の原爆効果調査におけるデータの収集以上に、1947 年、
アメリカ原子力委員会（AEC）が設置されてからの原爆
調査の主眼が、「遺伝調査（Genetic Program）」であった
ことを、記事の筆者は知らないのであろうか。
　アメリカでは、1947 年、雑誌『サイエンス』（第 106
号、1947 年 10 月 10 日）に「広島・長崎における原子
爆弾の遺伝的影響」という記事が出ている。「国家研究
評議会（NRC）原子傷害委員会（CAC）遺伝会議」が
筆者である。この記事は、極めて重要な内容を伝えてい
る。この記事では、アメリカ原子力委員会が長期の遺伝
調査を財政的支援することが明確に述べられ、これまで
の経緯も説明されている。当然、ニールの名前も明記さ
れ、彼の役割も位置づけられている。アメリカ国家の国
策として、広島・長崎における遺伝調査が行われていた
ことが、『サイエンス』の記事から判明する。決して、「大
量の遺伝学的データの入手にも、調査チームが強い関心
を持っていた様子がうかがえる」という話ではない。こ
のような遺伝調査の一環として、「新生児被爆影響調査」
があったのである。読売新聞記事の紹介は、逆の紹介に
なっている。
　記事には、「新生児被爆影響調査」という解説コラム
がある。全体にわたって不正確な内容であるが、特に「被
爆していない人が住む広島県呉市周辺にも調査地域を広
げ」という箇所は、あいまいである。これは、呉市を「比
較対照都市」として設定し、原爆に被爆していない妊産
婦、新生児を「比較対照群（Control Group）」としたこ
とを意味している。
　コラムの冒頭の「1947 年に設立された ABCC による
調査で」という箇所には、日本側の調査協力の事実がな
い。アメリカ側の調査機関の ABCC（原爆傷害調査委員
会）には、日本側の機関である、原子爆弾影響研究所（国
立予防研究所支所）が全面協力をした。しかし、この「原
子爆弾影響研究所」という名前は、ほとんど知られてい
ない。
　この他、記事は多くの問題を含んでいる。以下、何回
かの連載で、記事の問題点、「遺伝調査」の経緯、1984
年のアルタ会議、そして、最も重要な論点̶̶「ヒロシ
マ・ナガサキとヒトゲノム計画」について論じたい。米
軍占領下に日米両政府が行った原爆被爆者と非被爆者に
対して行った「遺伝調査」が、いかに「ヒトゲノム計画」

の根幹になっているのかを明らかにしたい。（以下、次号）
■

【編集部より】

　当該記事は、読売新聞 2006 年 8 月 31 日付朝刊 ( 東

京版では 11 面「解説」) に掲載です。著作権への配慮

から記事そのものの掲載は避けました。読者の皆様には

ご了解いただければ幸いです。

　なおご参考までに、本記事の画像が原水禁ヒロシマ

( 原水爆禁止広島県協議会 ) のホームページにて公開さ

れています。「原水禁ニュース」ページの 2006 年 10 月

号分に PDF ファイルでアップされているので、ご参照

いただくと便利かと思います。

→ http://www3.ocn.ne.jp/̃gensui/news/index.html
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ウェブの進化が
科学技術コミュニケーションにもたらすもの

小澤 淳（未来工学研究所）

JST助成研究報告

1 　ウェブの進化と科学技術コミュニケーション

（1） ウェブの進化と知の革命

　ウェブの進化は「知」の流通に大転換をもたらしつつ
ある。
　ブログや SNS が浸透し、写真や動画を投稿するサイ
トが流行している。ネットに参加する人が増え、個人が
容易に情報を発信できるようになった。従来の情報の読
み手が発信側に回ることにより、ウェブ上の情報量が爆
発的に増加した。
　増殖を続ける情報に対し、グーグルは、情報科学の
成果を応用して情報の価値付けを自動的に行うことによ
り、検索エンジンの機能を飛躍的に向上させた。この仕
組みでは、情報量が増加するほど、より適した順位付け
の決定が行われることになる。これは情報自体が自然淘
汰を起こしているように見える。結果として、これまで
情報発信を担っていた権威や専門家、既存メディアとは
別の場所̶̶数多の無名の参加者から、質が高く、新し
い価値を持った情報がもたらされることになる。そもそ
もグーグルは、地球上の過去全ての叡智を再整理する野
望を抱いており、これが「知の世界の秩序」の再編成で
ある。
　ウェブ世界における現在の環境変化は、第二世代とい
う意味から「ウェブ 2.0」と呼ばれている。その概念は、
次世代インターネットの方向性として、OSではなくウェ
ブがプラットフォームとして振舞うという考えに基づ
く。これに対して、従来の静的な HTML で作られたウェ
ブは第一世代として「ウェブ 1.0」、その進化系としてイ
ンタラクティブを指向した動的なウェブは中間世代の

「ウェブ 1.5」と位置づけられる。1.0 や 1.5 がサイト内
で完結したサービスであるのに対して、2.0 ではインター
ネット全体がコミュニケーション・プラットフォームと
して連動・共鳴するということになる。

（2） 科学技術コミュニケーションの進化

　ウェブが 1.0 から 1.5、2.0 へと進化しているのに呼応
して、科学技術コミュニケーションも同様な変化の過程

を辿っているように思える。
　ウェブ1.0に対応した科学技術コミュニケーションは、
訪問者への静的なコンテンツの提供により科学技術を分
かりやすく解説して伝える、という伝統的な手法で行わ
れる。これは科学館や科学ポータルサイトをイメージし
てもらえばいいだろう。近年増えてきた 1.5 的な試みと
しては、サイエンスカフェがある。オーガナイズの仕方
によっては 2.0 的にもなりうるが、カフェに人を集めて
科学者と対話する形式であれば1.5の段階と考えられる。
では 1.0 や 1.5 に欠けているものは何か。
　まず、コミュニケーションの成否は参加側のモチベー
ションに大きく左右される。興味を持たない人は最初か
ら近寄らないし、一般の市民を広く巻きこむことが難し
い。1.0 から 1.5 に変わろうが、専門家が市民を啓蒙す
る図式に変わりはない。
　次に、コミュニケーションにおいて科学技術の成果を
わかりやすく伝えることが求められるが、わかりやすさ
ばかりが強調されると、表層的な理解や結果だけで満足
し、思考停止に陥る可能性がある。研究成果の裏にある
科学の本質的な考え方を見失うことになる。
　さらに、科学技術コミュニケーションの現場から、近
年、過剰な対話に対する疲れが出てきているとの指摘が
ある。情報を伝えようとする熱意が仇となって、逆に、
遺伝子組み換え食品の話はもう聞き飽きた、などとなり
かねない。
　これに対し、ウェブ2.0のコンセプトは「利用者が主役」
である。これを科学技術コミュニケーションに取り入れ
ると、市民が主体的にコミュニケーションを形成してゆ
くことができそうであるが、果たしてそううまくいくか。

（3） ウェブ2.0 は科学技術コミュニケーションを変え

つつあるか

　ウェブの進展により、市民サイドの科学技術コミュニ
ケーションは変わりつつあるのだろうか。
　先端科学技術の成果が、姿かたちを変えてあらゆる
生活空間に入り込んでいる一方で、科学技術がブラック
ボックス化している。我々はいま、科学技術を可視化し
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て議論の俎上に乗せる必要がある。例えば、ナノテク
化粧品。効果や有用性ばかりが宣伝されているが、同時
に有害物質を肌に取り込んでしまう危険性を孕んでない
か。危険性があるならば、我々自身が判断し、「NO」と
言わなければならない。これには一見、ウェブ 2.0 の特
徴のひとつである「集合知（Wisdom of Crowds）」が使
えそうである。しかし我々ひとりひとりが科学的知識を
組み合わせて判断することなしに、ただ集合知に依存す
るだけでは愚衆でしかない。つまり、個人が向き合うべ
き問題には、個人のリテラシーが問われることになる。
　ウェブ 2.0 時代にはもちろん、「人力検索はてな」や

「Wikipedia」により知識の交換は可能である。しかし、
市民が主役というからには、市民自身が科学技術知を
使って議論を深め、合意形成し、生活に活かすところま
で行くことが理想である。ウェブ 2.0 と科学技術コミュ
ニケーションとは一見相性が良さそうに見える。しかし
実のところまだうまくいってはいない。それは何故か。
それは市民側の科学技術リテラシーと関係がありそうで
ある。

2　 ウェブの進化は科学技術リテラシーの向上に役　
　　立っているか

（1） 科学技術リテラシーとウェブ2.0

　ウェブ 2.0 は、市民の科学技術リテラシーを育むこと
ができるのだろうか。実際はむしろその逆で、思考の枠
を規定する方向に進んでいることが危惧される。確かに
知識の量は膨大に増え、いつでも手の届くところにある。
しかし、自動決定による評価は、人気のある情報へのア
クセスの集中を招く。皆が同じ方向を向いてしまう。恣
意的な操作により誘導されてしまう恐れもある。現在の
ウェブは、個人にとって重要な情報を抽出したり、多様
な意見を組み合わせて集合知を育てていったりすること
が苦手である。必要性は高まっているものの実現はまだ
難しい。
　ウェブでは、問題が与えられれば、知識を収集し、解
決策を抽出することが簡単にできる。しかし、漠然とし
た疑問から問題を発見し、問題意識へと昇華することは
できない。物事の捉え方を主体的に学習する枠組みがな
いためである。

（2） 論理的な想像力

　市民側の科学技術リテラシーが不足している。しかも、
今後リテラシーを持つ人と持たない人の溝は一層深まっ
てゆくように思える。
　科学技術リテラシーにとって重要な「物の見方」とは、
言語化できない皮膚感覚のようなものである。どうした

ら皮膚感覚は磨かれてゆくか。そこでは日常の関心事項
の中から問題を発見し、科学の世界に置換する「論理的
な想像力」が必要になる。知識の量が増えただけでは、
発想を豊かにする想像力は醸成されない。
　では、論理的な想像力とは具体的にどのようなものか。
それは例えば、身近な自然や出来事を観察し、科学的に
思考する楽しさを綴った、寺田寅彦のエッセイのような
ものである。チャールズ & レイ・イームズによるビデ
オ作品「Powers Of Ten」も身の丈から宇宙へ、量子世
界へとスケールを自在に変えることで抽象的な概念と実
世界を結びつけた点で、寺田に通じるものがある。

「酸性雨を見て知るための学習雨具」にも同種の想像力
を感じる。これはTAKEO PAPER SHOW 2005において、
サザビーの営業サポート部宣伝チームから提案された新
しい生活用品（試作）である。雨具にリトマス試薬が塗
布されていて、雨水が当たると印象的なピンクの水玉模
様が浮かび上がる。環境破壊＝酸性雨という問題をポッ
プに告発した。
　論理的な想像力の獲得のためには、ある種の編集感覚
が必要である。自らの思考を鍛え上げ、時には異分野の
知を借りてきて、それらを再編集し発展させることが求
められる。これは普段の生活の中から学び取っていくべ
きものである。

3　 今後の科学技術コミュニケーションの在り方

（1） 科学技術知のマッシュアップ

　では、ウェブ 2.0 的な世界の中でどうやって論理的な
想像力を育むことができるのか。科学の知識を市民が主
体的に再編集してゆくためには、道具が必要となる。過
大な期待は禁物であるが、道具が与えられることにより、
我々のリテラシーはもう一段高い段階に進む可能性が開
けるのではないか。
　なお、これまでに「再編集」という言葉を使ってきたが、
ウェブの世界では「マッシュアップ」と言い換えること
ができる。マッシュアップとは、ウェブ上に API が公
開されている複数のコンテンツやサービスを組み合わせ
ることで、独自の新しいサービスを形成する手法を指す。
マッシュアップはプログラミング知識が必要であるため
一般ユーザには難しく、ほとんどの場合サードパーティ
や先進的ユーザが DIY 的に行っている。
　ウェブ上で科学技術知のマッシュアップを行うこと。
このことをこれからの科学技術コミュニケーションの在
り方の一つとして提案したい。では、マッシュアップは
誰がどのような道具を使って行うことが想定されるの
か。
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（2） 参加のアーキテクチャ

　ウェブ 2.0 では利用者が主役と言われるが、利用者に
も二つの段階があると考えられる。不特定多数無限大の
一般利用者と、エンドユーザプログラミングを行うモチ
ベーションの高い先進的利用者である。ブログなどで
膨大な量のコンテンツを生み出すのが前者ならば、マッ
シュアップを行って新しいサービスを創出しウェブ世界
を切り開いていくのが後者である。後者はアルファギー
クとも呼ばれる。
　科学技術知のマッシュアップを行うのも一般市民で
はなく、サイエンス版ギークとも言えるレベルの高い参
加者であろう。科学技術リテラシーとネットリテラシー
を持った、例えば、ポスドクや学校教員、科学館職員、
NPO 関係者等が考えられる。こうした参加者をいかに
掘り起こしてゆくかが鍵を握る。
　また、ウェブ 2.0 の特徴のひとつとして、オープンソー
スによる開発がある。オープンソースソフトウエアの
成功には、ボランティア精神よりも「参加のアーキテク
チャ」が寄与している。これは個々のユーザが利己的な
興味や、自己利益を追求するという目的で参加するのを
尊重することにより、レベルの高いエンジニアを引き付
け、結果的に全体の価値を高めることができるのである。
　一方、今の科学技術コミュニケーション（1.0 － 1.5）
ではまだ、ボランティア精神に依る部分が多い。科学技

術分野のマッシュアップを活性化させるためには、参加
のアーキテクチャを実装することが必要で、それはコア
なギークに「魅力的」「宝の山」、あるいは今後のブレー
クスルーが来そうと思わせるサービスを提供することで
ある。

（3） データベースの整備と公開

　ギークにアピールするためには、ある分野のデータ
ベースに関して最もデータを保有しているなど、非常に
価値の高いデータベースを整備すること。その上で、デー
タベースの API を公開し、使ってもらうための環境を
整備することが重要である。
　積極的に整備・公開すべきデータベースとしては、例
えば、消費財メーカーや商品テスト機関が持つ商品テス
トの実験データが考えられる。商品テスト機関としては、
国民生活センターや日本消費者協会があり、それぞれ結
果をウェブ上で公開しているが、調査品目がまだ少なく、
知名度が低いため有効に使われているとは言い難い状況
にある。今後はコンプライアンスの観点から、メーカー
企業が消費者への情報公開として安全性等に関する実験
データを積極的に公開していくことが望まれる。マッ
シュアップにより、安全性の科学的評価、価格、環境へ
の配慮といった視点から購買行動に結びつけるための独
自のサービスを開発することができるだろう。

■　緊急報告　■

業務用 IHクッキングヒーターからの電磁波
ICNIRPの基準値を超える強さ

上田昌文

　市民科学研究室では以前「電磁調理器（IHクッキングヒー

ター）の総合的研究」と題した調査の結果を一部お伝えした

（6号に「電磁調理器計測：ノヴァ研究所から得たアドバイス、

12 号に「家庭内での 24 時間電磁計測調査から」）。IH は普

通の家電と同様の商用周波数 50 ヘルツもしくは 60 ヘルツ

の電磁波に加えて、キロヘルツ（kHz）領域の周波数の電磁

波を発生することが大きな特徴である。すなわち、電源由来

の商用周波を基本周波数とする電磁波と、加熱の機構に由来

する中間周波数の高調波（理論的には 26.1 ｋ Hz を基本周

波数とするところに最大の磁界のピークが現れ、その整数倍

の周波数で、次第に弱くなるピーク値をもつ磁界も発生する）

があるので、理想的には１Hz から数百 kHz までを測定範囲

とする計測器によって計測することが望ましい。

　これまで用いてきた ELT-400 というメータ（周波数レン

ジ 1Hz ～ 400kHz におけるトータルの磁束密度を精密に計

測する）はその点では有効であった。ただしそのメータでは

総体的な電磁波の強さは把握できても、電磁波規制の体系が

採用する“個々の周波数別の規制値”と直接照らし合わせて

の評価を行うことが難しい。以前の計測によって、業務用

IH ではキロヘルツ帯域で基準値を超える場合がありそうだ

と私たちは推測していたが、今回それを検証するべく、以前

に計測したのと同じ業務用 IH 機器を対象に、周波数別の磁

束密度を精密に計測した。

　以下に、計測の諸条件を示す。

■計測日：2006 年 10 月 3日（火）

■計測場所：神奈川県H市にある民間施設の調理室

■対象：NICHIWA業務用電磁調理器（IHクッキングヒーター）

モデル MIR1535SA（電圧 200V、出力 15000W　（5000W 

× 3（3つの加熱部））、出力調整 10段階）

■測定使用機器：Narda 社製　ELT-400

　Solor Electronics 社製　Loop　Antenna モデル 7334-1

　Advantest 社製　Spectrum Analyzer モデル R3365

■アンテナ設置の高さ：0.83m

■ IH 加熱部中心からアンテナまでの距離：32cm
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■使用したなべの大きさ：なべ大（底面の直径 30cm）、な

べ小（底面の直径 14cm）

　結果は以下のとおりである（表 1）。

　表 2に ICNIRP（国際非電離放射線防護委員会）の一般公

衆の電磁波曝露に関するガイドラインを掲げたが、日本でも

家電メーカーなどはもっぱらこのガイドライン値を超えない

ことを、製品から漏洩する電磁波が危険でないことの根拠に

している。（総務省の「電波防護指針」はその名のとおりメ

ガヘルツからギガヘルツ帯の電波を対象にした規制体系であ

り、低周波については唯一「商法周波数で電界が 5V/m 以下

でなければならない」という電界についての規制があるだけ

で磁界に関する規制はない。）

　ICNIRP のガイドラインでは、0.8kHz ～ 150kHz の周波数

帯域の規制値は磁束密度で 6.25 μ T（マイクロテスラ）で

ある。表 1からわかるように今回の計測では、

「調理する人が立つ位置において（加熱部中心から32cm）、

小型のなべ（直径14cm）を用いて、火力出力10段階の

6以上にした場合に、周波数25kHz あたりで一つのピーク

を示すその周波数の電磁波の磁界強度が、ICNIRPのガイド

ライン値である6.25μ Tを超える」ということが判明した

（出力レベル 6で 12.1 μ T、出力レベル 10 で 17.5 μ T）。

　図 1は、出力レベル６で小型なべ 1個を使用した場合の周

波数ごとに磁界強度がどう現れるかを示している。

　業務用の IHが一般家庭用と比べて電磁波強度も数倍～ 10

倍ほど大きく、小さいなべを用いた場合に 25kHz あたりの

周波数においては国際的なガイドラインさえも超えることが

ある事実は、調理室や給食室で働く人が長時間そのような電

磁波を曝露することを考えると、放置できない問題であるこ

とは明白だろう。この事実を総務省、経済産業省、そして製

造メーカーなどに伝え、必要な改善を求めていきたいと思う。

表１　磁界強度計測結果
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図 1

表２　ICNIRP のガイドライン（公衆曝露）

f は、周波数範囲の欄に示す単位で表される。
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第13回市民科学講座　　by食の総合科学プロジェクト

子ども料理科学教室 公開実験

野菜の甘さを生かしたクッキーを作る
2006 年 9月 10 日（日）於 : アカデミー向丘 3 階実習室

　「料理教室ならお菓子作りをしたいよ」という子ども
からの声と、甘みは砂糖だけの特別なものではなく、野
菜にも存在していることに子ども達に気づいてもらいた
いということで、今回の教室は野菜の甘さを最大限に活
かした、砂糖を使わないクッキー作りを子ども達に挑戦
してもらうことになりました。
　まず子ども達には日ごろ手にしているジュースにはど
れだけの砂糖量が含まれているのかを気づいてもらうた
めに、市販のジュースと、そのジュースに含まれている
砂糖量と同じ濃度の砂糖水を飲んでもらい、どちらがよ
り甘く感じるのか、また糖度が同じでも、どうして甘さ
の感じ方に違いが出てくるのかを考えてもらうことから
始まりました。
　「同じ砂糖量の水ですよ」と説明しても、子ども達は
驚きつつも疑っている様子。そこで活躍したのは糖度計
でした。糖度計を見るのも触るのも初めてのようでわく
わくした面持ちで子ども達は測定ボタンに触れ、ジュー
スと砂糖水のそれぞれ出てきた数字を見ては、子ども達
の疑いが晴れ、さらなる驚きに変えることになりました。
　各種のジュースに含まれている砂糖量をスティック
シュガーで見せたり、１日分の食事モデルから各食事の
総カロリーと総砂糖量を見せ、ジュースを取り入れたら
どうなるのかをパワーポイントを活用して表示したりし
ながら、何気なくとっている食事にどれだけの砂糖が含
まれていて、気づかないうちにどれほど多くの量が摂取
されていることかを気づいてもらいました。
　砂糖のとりすぎの危険性を説明した次は、手作りクッ
キーの食べ比べです。砂糖を使わない野菜のクッキー 2
種と砂糖を使ったクッキー 1 種を食べ比べてもらうこと
で、自分たちがどのようなクッキーを作るのかのイメー
ジを膨らませてもらうこと、野菜のおいしさをクッキー

の中で感じてもらえること、クッキーの材料は何を使っ
ているのかを考えるきっかけになるようにしました。
　「クッキーの材料は何を使いますか？」という質問に、
子供たちは、先ほど試食したクッキーをヒントにしたり、
クッキー作りを体験したことのある子はその体験を思い
出したりしながら、発表してくれました。子ども達はあっ
という間に材料を言い当ててしまい、続いて用意して
あったクッキー作りの作業工程についてのクイズへ。作
業工程はクッキー作り最中の写真をいくつか用意し、並
び替えをするというクイズ形式です。中にはクッキー作
りには行わない作業の写真も用意しておきました。パネ
ルはそのまま掲示しておき、子供たちがクッキー作りを
しているときにいつでも振り返ることのできるようにし
ておきました。
　続いて子供たちを師範台に集め、砂糖を使ったクッ
キー作りの実演をしました。作業工程をただパネルで言
い当てるだけでは少々記憶に残りにくいので、実演を通
してより深い理解ができたと思います。また、作業中の
注意などもここで説明しました。子ども達はしっかりと
耳を傾けてくれていて、質問があれば問いかけてきてく
れました。
　クッキーを焼いている間に、小麦の性質の説明や小麦
を使った食品には何があるのかを映像を使っての説明を
しました。子供たちには体験実験として小麦の特性であ
るグルテンを取り上げ、グルテンとはどのような特性が
あるのか、どのような条件がそろったときにグルテンが
形成するのかを体験してもらいました。また、炒めた小
麦に水を足してこねるとグルテンが形成できるのか、と
いう実験も行いました。そのほかに、小麦粉を炒めた状
態とそうでない状態の小麦粉を使ったホットケーキ作り
をし、焼きあがったホットケーキの中心の高さの比較を

　今回のプログラムのねらいと概要　　　　　　　　　　　　　　　　　小林友依
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して、なぜ高さに違いができたのかを子供たちに考えて
もらいました。
　野菜は甘いかどうかを検証する実験では、野菜を生で
食べ、また種々の加熱によって甘さの感じ方の違いを体
験してもらいました。加熱の種類やそれぞれの特性を知
る、また野菜に対しての過熱の意味や野菜が持っている
酵素の働きについての理解を深められるようにしまし
た。
　基本的なクッキー作りの確認ができ、野菜の甘さを体
験してもらった後、子ども達にはいよいよ自分たちで砂
糖を使わないクッキー作りに挑戦してもらいました。野
菜は人参、ブロッコリー、玉葱、ホウレン草の４種類です。
それぞれの野菜の甘さを最大限生かせるような加熱方法
や切り方、クッキーの生地にどのように混ぜるのかなど

を考えてもらい、仕上げてもらいました。子ども達の個
性が現れ、どのクッキーにも工夫が凝らされ、驚きや面
白さを視覚的にも、また食べても感じることのできるも
のとなりました。子ども達に仕上がった後にどのように
作ったのかを発表してもらいました。とても誇らしげに
満面の笑みで発表してくれたのがとても印象的でした。
　今回もさまざまな実験を体験し、理解を深めていただ
けるようにクイズや解説をおこなってきました。甘みに
対する味覚を広げ、砂糖なしでもおいしいお菓子ができ
てしまう面白さや野菜甘みはどうすれば引き出せるの
か、またどうして甘くなるのかの発見ができ、砂糖の
危険性、砂糖との上手な付き合い方などがわかる教室と
なったことを願います。

　教室を実施して　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲斐陽子

　今回の実験では子ども達が終始飽きることなく、実験
や進行役の小林さんの話に興味を持ち参加してくれまし
た。その中で特に子ども達の反応が良かったと感じたも
のは、市販のジュースに含まれている砂糖の量を示す実
験と子ども達自身に行ってもらったクッキー作りでし
た。
　市販の製品にはどのくらいの砂糖が含まれているか
を子ども達に示す実験では、まず砂糖と水だけで作られ
た、糖度 10% の砂糖水と、お店で売られている同じく
糖度 10% のオレンジジュースの、子ども達による飲み
比べが始まりました。子ども達はオレンジジュースに対
しては何の抵抗もなく普通に飲んでいましたが、砂糖水
を飲むと、教室全体から一斉に「甘い」「甘すぎる」「甘
すぎて飲めない」などの声が。その後、オレンジジュー
スと砂糖水に含まれる砂糖の量が同じだということを糖
度計を使って示すと、子ども達はそれぞれに信じられな
いといった驚きの声を上げていました。また、市販の乳
酸飲料、炭酸飲料、スポーツドリンクなど 500ml のペッ
トボトル 1 本に含まれている砂糖量が、スティックシュ
ガー何本分に相当するかを示すと、子ども達からは再び
驚きの声が。また、このときは子ども達だけでなく、後
ろに座っているお母さんやお父さん達からも「え、こん
なに入っているの」といった、驚きの声が聞かれたり、
唖然とした様子が見られました。この実験では、身近に
あるスティックシュガーを使用して視覚で砂糖量を訴え
ることを行いました。このことが、子ども達やお母さん
やお父さんたちの興味や驚きを、強く引き出すことがで
きたように思います。

　最後に行った野菜の甘さを利用したクッキー作りで
は、子ども達が 4 グループに分かれてブロッコリー、人
参、玉葱、ほうれん草の中から、1 グループ 1 種類ずつ
野菜を選び、その野菜を甘さが十分に引き立つように焼
く、煮る、炒めるなど調理して、クッキーの生地に混ぜ、
クッキーを作りました。
　まずは野菜をどのように加工するかを班で話し合いま
した。子ども達からは「細く切ったほうがよい」「「炒め
るのが良い」「すりおろしたほうが細かくなるよ」など
意見が出てきました。このとき、どうすれば野菜の甘さ
を引き出せるのか ? という観点からだけでなく、自分た
ちがどういう作業をしてみたいかなど、そういった興味
から野菜の加工の仕方を選び取っている感じも受けまし
た。ブロッコリーのグループではブロッコリーの一般的
な調理法が「ゆでる」というものから、即座に「ゆでる !!」
という意見が出てきたようです。また、中には栄養面の
ことを考えて、人参の皮をむかずに調理することを選択
した班もあり、子ども達はさまざまな角度から野菜の調
理方法を選択していました。
　実際に作業に入ると「野菜を切りたい」「炒めたい」
など、調理そのものにものすごく興味を持ち、自分たち
でいろいろなことをやってみたいといった感じで、楽し
んで作業をしているのが良く伝わってきました。この時
の作業は、どのグループも作業を分担したり、全員で
代わるがわるに作業を行ったりと、高学年の子供たちや
クッキー作り経験者を中心に、素晴しいチームワークで
スムーズに作業をすることが出来ました。子ども達の中
には、はじめは砂糖を使わず野菜を使うクッキーに戸惑
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いを持った子どももいました（特に生地を丸めるときの
手触りや色などに）。しかし、実際焼きあがってきたクッ
キーを見て、試食をするとそれぞれ自分の班のクッキー
が一番おいしいと自信を持っている子ども達の気持ちが
伝わってきました。自分のクッキーの試食をし終えた後
も「私達の作ったクッキーをもう一度食べることが出来
ないの ?」と尋ねてくる子がいました。自分たちで“考
え”、作り上げたものだからこそ、そのおいしさも、た
だおいしいというわけではなく、愛着心もあったのかも
しれません。この実験で経験した、自分で作る楽しさや
喜びを普段の食事づくりにも是非活かして欲しいと思い
ます。
　最後に、今回実験に集まった子ども達は小学校 1 年生
から中学校 2 年生までと年齢に幅がありました。ですか

ら、進行役の小林さんが行う説明のレベルをどうしたら
よいのかで悩みました。実際、小学校 1、2 年生には少
し難しい内容もあったかもしれません。
　しかし、グループのみんなで協力し合い、作業を進め
ていくという点では、この年齢の幅が逆に良かったよう
に思います。年齢が高い子が自然と小さい子をフォロー
したり、リーダー的な存在となりグループを引っ張って
いったり、または影ながらグループを見守り、さりげな
くまとめていたりという姿が見られました。小さい子ど
も達は、こういったお姉さんやお兄さんたちの行為のお
かげもあり、のびのび作業をしていたように感じました。
また子ども達の個性が活かされ、どのグループもチーム
ワークが良く、まとまりがあったようにも感じられまし
た。

◆今回の実験のポイントや、実験からわかることなどをご紹介します。

市販のジュース・おやつの砂糖量はどのくらい?

注意 : 商品や大きさによって数値は少々異なります。

100%オレンジに砂糖?
　果物から絞った果汁を濃縮して保管・運搬し、製品化するときに水などを加えたものを濃縮還元果汁。保管や運搬の
費用が安くなるのと、果物の収穫時期以外にも製品化できるなどの利点があり濃縮される。しかし、元の果汁の体積と
製品の体積が同じ場合に 100% と表示しているため、原材料に砂糖が入っていても 100% と表記されている恐れもある。

他に砂糖が含まれている製品はあるの?
　表示ラベルを注意してみると多くの製品にも砂糖が使用される。

 例【根菜カレー】（レトルトカレー）

たまねぎ（15g）, にんじん（12g）, ばれいしょ（12g）, だいこん（9.8g）, れんこん（4.9g）, ごぼう（4.9g）, しょ
うが（0.03g）, にんにく（0.03g）, 豚肉（37g）, デキストリン（5.9g）, 植物油脂（5.2g）, 小麦粉（4.9g）, りんごピュー
レ（3.0g）, 砂糖（1.3g）, 水あめ（0.22g）, カレー粉（1.4g）, 食塩（1.3g）, トマトペースト（1.1g）, 香辛料（0.90g）,
マーガリン（0.90g）, 酵母エキス（0.60g）, ポークエキス（0.60g）, レモン（0.15g）, 調味料（アミノ酸等）（0.58g）, 
カラメル色素（0.19g）, 水（46.1g）,（原材料の一部に大豆を含む）

レトルト食品、納豆、食パン、ドレッシングやめんつゆなどの調味料、ハムなどの加工食品、ファーストフード
などにも含まれ、知らないうちに砂糖を過剰に摂取している恐れがある。

飲料水名 摂取量 砂糖量 菓子名 摂取量 砂糖量

コカコーラ 360cc 40g ショートケーキ 1 個 29.4g

カルピスウォーター 350cc 95g あんぱん 1 個 29.0g 

果汁 100%オレンジ 200cc 21.4g カステラ 50g 19.0g

ポカリスエット 340cc 22.4g チョコレート 1 枚 (38g) 18.0g

ミルク入りコーヒー 190cc 17.3g カスタードプリン 1 個 10.2g

コーヒー牛乳 200cc 14.4g シュークリーム 1 個 6.2g

フルーツ牛乳 200cc 19.8g ドーナツ 1 個 6.2g

   クッキー 2 枚 8.0g
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グルテンとは何?
　小麦粉は、約 70% のデンプンのほかに 10 ～ 13%
のタンパク質を含み、このタンパク質の大部分はグリ
アジンとグルテニンという 2 種類のタンパク質で占め
られる。
　この二種類のタンパク質はともに水を吸い込むと膨
潤し、特有の粘りを出す性質を持ち、小麦粉に水を加
えてよくこねると、グリアジンとグルテニンは水を吸
い込んで結合し、分子が網の目のように絡み合って、
ゴムのように弾力のある塊になる。このタンパク質の
塊をグルテンという。

小麦粉に塩を入れるのはなぜ?
　食塩を加えると食塩がグリアジンを溶かす性質を
持っているため、コシの強い弾力のある生地ができる。
食塩の存在はグリアジン分子の粘りを出そうとする力
を増すのに役立ち、網目状組織を緻密にする作用があ
る。また食塩にはたんぱく質分子の集まろうとする力

（凝集性）を高め、変性を促進する作用がある。焼き魚、
ゆで卵の他、魚のすり身に入れる塩もその例である。
　食塩はパンだけでなく、お菓子、麺類など、すべて
の場合に用いられる基本的な添加物。しかし、てんぷ
らの衣やケーキ、シュークリーム、パイなどのように、
グルテンの形成をむしろ抑えたい場合には食塩は使用
しない。

バターや砂糖がグルテンの形成を阻害するのはなぜ?
　粉の粒子のひとつひとつが油で覆われた状態にな
り、グルテンと水がくっつくのを妨げてグルテンが生
成しないように働く。
　ケーキに砂糖を入れるのは、甘くするためという理
由だけではない。砂糖というのは水を抱え込む性質が
高いため、グルテンの分の水分を横取りし、グルテン
ができるための条件である「水を加える」ことの邪魔
をする。

小麦粉を炒るとどうしてグルテンが形成されない?
　グルテンというタンパク質だけに限らず、タンパク
質は加熱・撹拌・味つけ（塩や酢）などによって、分
子の結合が壊され、結合を弱められたりする（タンパ
ク質の変性）。たとえば、生卵をゆで卵と言う形に変
化させることは、加熱によるタンパク質の変性であり、
小麦粉からグルテンを作ることや卵白をメレンゲにす
ることは、撹拌によるタンパク質の変性にあたる。
　余談だが、小麦粉を炒めて作るホワイトソースの粘
りはグルテンの粘りではない。小麦粉のデンプン（多
糖類）を利用する調理である。デンプンは水を加えて

加熱すると糊化して粘りが生じ、これがホワイトソー
スのとろみとなる。

焼くと炒めると煮るでは素材へ影響はどのように違う?
炒めるということ

他の調理との違い : 油を加えることで材料に油が絡
み、フライパンに接する面積が増え、素材の温度がす
ばやく、かつ高温に上昇できる。
素材の影響 : 余計な水分を弾き飛ばし、素材の持ち味
や歯ざわりを残す。また、素材が油に覆われるので、
ビタミンの損失が少ない。

野菜が甘く感じられるのはどうして?
　野菜の呈味成分は、糖・有機酸・アミノ酸・核酸
関連物質などがある。一般に野菜が持つ糖量は低く、
2% 前後から 6 ～ 7% くらいであるが、果糖（砂糖の
1.5 ～ 2 倍の甘さ）、ブドウ糖（砂糖の 5 ～ 8 割の甘さ）
及びショ糖が主であって野菜の種類によって甘味が異
なる。
　たとえば、人参の糖含量は約 3% だが、ショ糖含量
が最も高く、果糖がつづく。

他の野菜はどのくらい糖質を含んでいるの?
　糖質（炭水化物）は、単糖類（ブドウ糖、果糖など）、
二糖類（ショ糖、乳糖、麦芽糖など）、多糖類（でんぷん、
グリコーゲンなど）の 3 種類に分類される。
　次のページの表を参照。

どうしたら野菜が甘くなるの?
野菜は水分の多い野菜、デンプン質の多い野菜、苦味
や辛味成分の多い野菜など特性を持ち、加熱によって
甘くなるには、それぞれの特性と深く関わっているよ
うである。
　たとえば水分の多い野菜は加熱によって水分が蒸発
し、野菜本来が持っている糖の濃度が上昇すること
であり（その 1）、デンプン質の多い野菜では、デン
プンを糖に変える酵素の働きが深く関わり（その 3）、
苦味や辛味成分の多い野菜は加熱によりそれらの成分
の分解が起きて、甘味の強い成分に変化しているよう
である（その 2）。

（その1）加熱することでどうして野菜は甘くなるの ?

　加熱による水分の蒸発で糖濃度の上昇や過熱による
細胞の破壊や軟化によって生ずるため。

（その2）玉葱が甘くなるのは ?

　玉ねぎの刺激成分である硫化アリルなどのイオウ化
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合物は非常に揮発性の高い成分で、玉ねぎを切った時
に涙が出る原因。この硫化アリルは、加熱すると非常
に糖度の高いプロピルメルカプタンという物質に変化
するため、玉ねぎを加熱することで甘くなる。
 その他にも、大根の辛味成分のジアリルサルファイ
ドもまた加熱することで分解し、甘味をもつメチルメ
ルカプタンに変化して甘くなる。

（その3）サツマイモやカボチャなどが甘くなるのは ?

　野菜が持っているデンプンを糖に変える酵素の働き
によって甘くなるため。この酵素は 55 ～ 75℃の温度
帯で活発に働き、この温度帯が長くなるように調理す
ることで、デンプンから糖分が大量に生成され甘くな
る。この温度帯をすぐに通り過ぎる電子レンジなどの
調理法では、デンプンが糖に変わる時間が短く、生成
された糖分が少ないため、甘みは控えめになる。

ジャガイモのデンプン+大根おろし汁=水あめ ?
　これは大根おろしの酵素（アミラーゼ）の助けを受
けて、ジャガイモのデンプンが糖に変わるため。アミ
ラーゼは、デンプン分子中のブドウ糖の結合を切る酵
素。アミラーゼが働くとブドウ糖の鎖が短くなり、そ
の結果さまざまな長さのブドウ糖の鎖、麦芽糖、ブド
ウ糖ができる。麦芽糖やブドウ糖は甘いので、反応が
進んでこれらの糖が充分多くなったところで煮つめる
と水あめができる。ただしアミラーゼは熱に弱く、65
度以上になるとアミラーゼが熱変成してしまい働きが
鈍くなってしまう。アミラーゼが熱変成する温度以下
では、温度が高いほど、化学反応する速度が速くなる。
　大根にはデンプン分解酵素が多く含まれているの
で、デンプンの消化を促進し、胃もたれ、胃酸過多、
二日酔い、胸やけに効果的と言われる。

砂糖を使わないクッキーのレシピは?
材料 : ペースト南瓜またはコーン 70g、バター 90g
しお　 少々、卵 1 個、小麦粉 110g

作り方 :
1. バターをクリーム状にする
2. ペーストの野菜をバターと練り合わせる
3. 卵を混ぜる
4. 塩を混ぜる
5. 薄力粉を加えてきるように混ぜる
6. 生地をまとめて冷蔵庫で寝かす（20 ～ 30 分）
7. オーブンで焼く（目安 180° C 10 ～ 15 分）

備考 : ペーストの野菜は市販されているペースト冷凍
加工食品や缶詰でも茹でて裏ごししたものを使用して
もおいしく仕上がる。

種類  水分 糖質 補足

イモ類 サツマイモ 68% 29% 糖質のうち、糖分 ( 水溶性のニ糖類、単糖類を総称して

    糖分と言う）は 2%内外を含み甘味が強い

 ジャガイモ 80% 17% 糖分 0.5%内外を含み淡白な味となる

根菜類 人参・玉葱など 65 ～ 80% 15 ～ 16% 人参・玉葱はかなりのスクロース（ショ糖）を含み甘みがある

 　（イモ類を除く）

葉菜類 ネギ・ホウレン草など 90 ～ 95% 2 ～ 5% でんぷんを含まずスクロースなどの単糖類が多い

果菜類 南瓜  8 ～ 18% 糖質の35%がスクロース、その他グルコースなどを含有している

 ナス・トマト・キュウリなど  2 ～ 4% 完熟したトマトは糖質の大半がスクロースとグルコースで

    甘みが強い



編集後記

8月の活動日誌

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30,31

市民科学・第15号
2006年 11月発行
●
発行人：NPO法人市民科学研究室
http://www.csij.org/
〒 113-0033　文京区本郷6-18-1　
TEL&FAX   03-3816-0574
e-mail ： info@csij.org（事務局あて）
●
本体一部300円（送料込みで400円）

28

会計報告

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

9月の活動日誌

この編集後記を書くのも最後になってしまいました。この体裁で刊行したのは

15冊と短い間でしたが、市民科学研究室からの情報発信のスタイルをそれなり

に作れたのではないかと思っております。編集に当たってご助力いただいた多く

の方々に、この場をお借りして御礼申し上げます。本当にありがとうございまし

た。まだまだ試行錯誤の必要な市民科学研究室への皆様の一層のお力添えを切に

お願いして、筆を置くことにいたします。（O）

（8月度分）

＜収入＞ 
会費　 　      ¥13,000
寄付　   　   ¥11,354
送料   　     　¥1,000
ブックレット等 ¥3,210 
小冊子              ¥400
雑収入           ¥2,864
【合計      ¥31,828】

＜支出＞
事業費　       　¥826 
調査費　   　¥43,240  
機関誌印刷   ¥25,259
機関誌編集   ¥14,000
機関紙発送   ¥17,700
消耗品費　   ¥47,665  
通信費            ¥8,584

会議費            ¥1,050
支払い手数料       ¥1,930
【合計        ¥160,264】

（9月度分）

＜収入＞ 
会費　　　¥6,000 
寄付　　　¥130,270
講座参加費 ¥19,000 
資 料 売 り 上 げ 等　  
¥5,800
機関紙送料　     　
¥670 

＜支出＞
講座謝礼　　 ¥8,000 
　　印刷費　 ¥3,000 
　　消耗品費 ¥6,180
　　雑費　　    ¥210
調査謝礼　   ¥10,000
調査諸会費　 ¥6,000
機関誌編集   ¥35,840
機関紙発送     ¥1,340 

消耗品費         ¥732
コピー代       ¥4,725
通信費         ¥10,633
会議費           ¥5,000
交通費           ¥3,170 
支払い手数料   ¥1,220
雑費               ¥2,000
【合計         ¥98,050 】

夏合宿（～ 20 日）低線量被曝 PJ 勉強会

食の総合科学 PJ 勉強会
子ども教室

子ども教室／日経 BP 社と
IH 調理器電磁波計測の打
ち合わせ

JST 定例会合
ヨーロッパ研修報告会

子ども教室

リビングサイエンス打ち合
わせ

「新東京タワーと電磁波問題」
上田講演葛飾区

リビングサイエンス メルマ
ガ打合わせ

子ども教室

子ども教室

子ども教室
Better Humans? 翻訳勉強会

夏期休業（～ 17 日）

科学映像研究会

子ども教室

子ども教室

子ども教室

食の総合科学 PJ 勉強会

低線量被曝 PJ 勉強会

HP 打ち合わせ

編集会議／ JST サイエンス
アゴラ打ち合わせ

Better Humans? 翻訳勉強会

ナショナルジオグラフィッ
ク 取材

第 13 回市民科学講座 子ど
も料理科学教室アカデミー
向丘

科学映像研究会

子ども教室／サービス
ラーニング学生発表会参
加（ICU）

サイエンスアゴラ打ち合
わせ

オリンパス「わくわくプ
ロジェクト」取材

協和発酵「バイオアドベン
チャー号」取材


